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第 1章 総則 

 
  第第１１節節  計計画画のの目目的的   
    この計画は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び原子力災害対策特別措置法（平

成 11 年法律第 156 号，以下「原災法」という。）に基づき，原子力事業者の原子炉の運転等によ

り放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる原子力災害の発生及

び拡大を防止し，原子力災害の復旧を図るために必要な災害対策について，県，市，指定地方行

政機関，指定公共機関，指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め，総合的かつ

計画的な原子力防災事務又は業務の遂行により，市民の生命，身体及び財産を原子力災害から保

護することを目的とする。 
 

 

  第第２２節節  計計画画のの性性格格   

  
  第第１１  水水戸戸市市のの地地域域にに係係るる原原子子力力災災害害対対策策のの基基本本ととななるる計計画画 
    第第２２  水水戸戸市市ににおおけけるる他他のの災災害害対対策策ととのの関関係係 
    第第３３  計計画画のの修修正正 
  

第第１１  水水戸戸市市のの地地域域にに係係るる原原子子力力災災害害対対策策のの基基本本ととななるる計計画画 
    この計画は，水戸市の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり，国の防災基本計画

（原子力災害対策編）及び茨城県の地域防災計画（原子力災害対策計画編）に基づき，指定行政

機関，指定地方行政機関，指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と抵触す

ることがないように作成するものである。 
    水戸市や関係機関などは，想定される全ての事態に対し対応できるよう対策を講ずることとし， 

たとえ不測の事態が発生した場合であっても対処し得る柔軟な体制を整備する。 
                                              
第第２２  水水戸戸市市ににおおけけるる他他のの災災害害対対策策ととのの関関係係 

この計画は，「水戸市地域防災計画」の「原子力災害対策計画編」として定めるものであり，

この計画に定めていない事項については「水戸市地域防災計画（風水害対策計画編，地震対策計 
画編，津波災害対策計画編）」に拠る。 
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第第３３  計計画画のの修修正正 
この計画は，災害対策基本法第 42 条の規定に基づき，毎年検討を加え，防災基本計画及び本

市の体制，組織等の見直し等により修正の必要があると認める場合にはこれを変更する。 
なお，本編は，国の原子力災害対策指針を踏まえた計画であり，「今後，原子力規制委員会で

検討を行うべき課題」の検討結果や県の地域防災計画の改定等を踏まえ，修正する。 
 
【今後，原子力規制委員会で検討を行うべき課題】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ＯＩＬの初期設定値の変更の在り方や放射線以外の人体への影響も踏まえた総合的な判断

に基づくＯＩＬの設定の在り方 
・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う被ばく線量の管理の実態等を踏まえた

緊急時被ばく状況から現存被ばく状況・計画的被ばく状況への移行に関する考え方，中期

モニタリング及び復旧期モニタリングの在り方 
・透明性を確保し適切な災害対策の計画及び実施を実現するため，市民の理解や信頼を醸成

するための情報を定期的に共有する場の設定等 
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  第第３３節節  計計画画のの周周知知徹徹底底   
    この計画は，関係行政機関，関係公共機関，その他防災関係機関に対し周知徹底を図るととも

に，市民にも周知を図る。 
また，各関係機関においては，この計画を熟知し，必要に応じて細部の活動計画等を作成し， 

万全を期す。 
 

 

  第第４４節節  計計画画のの作作成成又又はは修修正正にに際際しし遵遵守守すするるべべきき指指針針   
    地域防災計画「原子力災害対策計画編」の作成又は修正に際しては，原災法第６条の２第１項 

の規定により，原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」を遵守する。 
 

 

  第第５５節節  原原子子炉炉施施設設等等でで想想定定さされれるる放放射射性性物物質質又又はは放放射射

線線のの放放出出形形態態及及びび原原子子力力災災害害のの特特殊殊性性   
  

  第第１１  各各施施設設等等でで想想定定さされれるる放放射射性性物物質質又又はは放放射射線線のの放放出出形形態態 
    第第２２  原原子子力力災災害害のの特特殊殊性性 
  

第第１１  各各施施設設等等でで想想定定さされれるる放放射射性性物物質質又又はは放放射射線線のの放放出出形形態態 
   １ 原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態 
     原子炉及びその付属施設（以下「原子炉施設」という。）においては，多重の物理的防護壁

が設けられているが，これらの防護壁が機能しない場合は，放射性物質が周辺環境に放出され

る。その際，大気へ放出の可能性がある放射性物質としては，気体状のクリプトンやキセノン

等の希ガス，揮発性のヨウ素，気体中に浮遊する微粒子（以下「エアロゾル」という。）等の

放射性物質がある。これらは，気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」

という。）となり，移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの，

風下方向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。 
また，特に降雨雪がある場合には，地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。さらに，土壌

やがれき等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり，それらの飛散や流出には特別な留意

が必要である。 
実際，平成 23 年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故においては，

格納容器の一部の封じ込め機能の喪失，溶融炉心から発生した水素の爆発による原子炉建屋の 
損傷等の結果，放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また，炉心冷

却に用いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。 
したがって，事故による放出形態は必ずしも単一的なものではなく，複合的であることを十 

分考慮する必要がある。 
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   ２ 核燃料施設で想定される放射性物質又は放射線の放出形態 
    (1) 火災，爆発等による放射性物質の放出 
      核燃料施設においては，火災，爆発，漏えい等によって当該施設からウランやプルトニウ 

ム等がエアロゾルとして放出されることが考えられる。これらの放射性物質は原子炉施設で 
     想定される放射性物質の放出形態と同様にプルームとなって放出，拡散される。フィルタを 

通して放出された場合には，気体状の物質とほぼ同様に振る舞うと考えられる。 
      ただし，爆発等によりフィルタを通さずに放出された場合には，粗い粒子状の放射性物質 

が多くなる。 
    (2) 臨界事故による放射性物質又は放射線の放出 
      臨界事故が発生した場合，核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出に加え，中性子 
     線やガンマ線等の各種放射線が発生する。遮へい効果が十分な場所で発生した場合は放射線 
     の影響は無視できるが，効果が十分でない場合は，中性子線やガンマ線等に対する防護が必 
     要である。なお，防護措置の実施に当たっては，中性子線やガンマ線等の放射線量は発生源 
     からの距離のほぼ二乗に反比例して減少する点も考慮することが必要である。 
 
第第２２  原原子子力力災災害害のの特特殊殊性性 
   １ 原子力災害が発生した場合には，被ばくや汚染により復旧・復興作業が極めて困難となるこ

とから，原子力災害そのものの発生又は拡大の防止が極めて重要であること。  
２ 放射線測定器を用いることにより放射性物質又は放射線の存在は検知できるが，その影響を

すぐに五感で感じることができないこと。  
３ 平時から，放射線についての基本的な知識と理解を必要とすること。  

   ４ 原子力に関する専門的知識を有する機関の役割，当該機関による指示，助言等が極めて重要

であること。 
５ 放射線被ばくの影響は，被ばくから長時間経過した後に現れる可能性があるので，市民等に

対して，事故発生時から継続的に健康管理等を実施することが重要であること。 

－ 4－



5 
 

  第第６６節節  原原子子力力災災害害対対策策をを重重点点的的にに実実施施すすべべきき地地域域のの範範囲囲       
    本計画の対象となる原子力事業所は，原災法第２条第４号に規定する原子力事業所とし，原子

力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲は，「原子力災害対策指針」に示されている「実用

発電用原子炉の予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ注1））及び緊急防護措置を準備する区域（Ｕ

ＰＺ注2））」並びに「実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域」を基準とする。 
  本市では，国の「原子力災害対策指針」及び「茨城県地域防災計画（原子力災害対策編）」に

基づき，下表のとおり，原子力発電所については，水戸市全域を，試験研究用等原子炉施設につ

いては，各対象施設の半径５キロメートルに一部でも該当する地域（町丁目単位）の全域を，「原

子力災害対策重点区域」の「ＵＰＺ」と位置付け，居住する市民に対し，重点的に各種安全対策

を講じることとする。また，原子力発電所及び試験研究用等原子炉施設のそれぞれに個別の避難

計画を定めることとする。 
   【原子力発電所】緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 

対象事業所及び施設名 区域の範囲 対象地域 
日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所 
発電所から 
約 30ｋｍ 

水戸市全域 

 

【試験研究用等原子炉施設】緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） 
対象事業所 対象研究炉施設 区域の範囲 対象地域 

 

 

国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 
 

 

高速実験炉 
（常陽） 

施設から半径５ｋｍ圏に

一部でも該当する地域

（町丁目単位）の全域 

秋成町 
下入野町 

高温工学試験研究炉 
（ＨＴＴＲ） 

秋成町 
下入野町 

材料試験炉 
（ＪＭＴＲ） 

秋成町 
下入野町 
島田町 

 
注１）予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone） 

    実用発電用原子炉施設から約５ｋｍと位置づけ,放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回

避し又は最小化するため，緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ注３））に応じて，即時避

難を実施するなど，放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する区域。 
注２）緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective Action Planning Zone） 

    実用発電用原子炉施設から概ね 30ｋｍ，試験研究用等原子炉施設については，それぞれの原

子炉の規模に応じて，各施設から概ね 500ｍまたは５ｋｍの範囲において,放射線被ばくによる

確率的影響のリスクを最小限に抑えるため，ＥＡＬ，運用上の介入レベル（ＯＩＬ注４））に基づ

き，緊急防護措置を準備する区域。 
注３）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level） 

初期対応段階における避難等の予防的防護措置を確実かつ迅速に開始するための判断基準

を示す。 
注４）運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level） 

原子力事故等による環境への放射性物質放出後の影響を低減するための防護判断基準を示

す。 
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  第第７７節節  原原子子力力災災害害対対策策をを重重点点的的にに実実施施すすべべきき区区域域にに応応

じじたた防防護護措措置置のの実実施施   
  

  第第１１  原原子子力力施施設設等等のの状状態態にに応応じじたた防防護護措措置置のの実実施施 
    第第２２  放放射射性性物物質質がが環環境境へへ放放出出さされれたた場場合合のの防防護護措措置置のの実実施施 
  

第第１１  原原子子力力施施設設等等のの状状態態にに応応じじたた防防護護措措置置のの実実施施 
    市は，原子力施設において異常事態が発生した場合には，原子力施設等の状態が以下に示す区

分のどれに該当するかを判断し，該当する区分に応じて予防的な防護措置を実施する。 
   １ 警戒事態 

原子力施設において，公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが，

異常事態の発生，又はそのおそれがあるため，情報収集や緊急時モニタリング等の準備を開

始する必要がある段階。 
２ 施設敷地緊急事態   
   原子力施設において，公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため，

緊急時モニタリングの実施等により，事態の進展を把握する為の情報収集の強化を行う段階。 
３ 全面緊急事態 

      原子力施設において，公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため，

その影響を回避，低減する観点から，迅速な防護措置を実施する必要がある段階。 
 

第第２２  放放射射性性物物質質がが環環境境へへ放放出出さされれたた場場合合のの防防護護措措置置のの実実施施 
    市は，放射性物質が環境へ放出された場合には，緊急時の環境放射線モニタリング（以下「緊 

急時モニタリング」という。）による測定結果を，防護措置の実施を判断する基準である運用上

の介入レベル（ＯＩＬ）と照らし合わせ，必要な防護措置を実施する。 
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  第第８８節節  防防災災関関係係機機関関のの事事務務又又はは業業務務のの大大綱綱   
  
  第第１１  水水戸戸市市 

第第２２  水水戸戸市市教教育育委委員員会会 
第第３３  茨茨城城県県 
第第４４  茨茨城城県県教教育育委委員員会会 
第第５５  茨茨城城県県警警察察本本部部 
第第６６  指指定定地地方方行行政政機機関関 
第第７７  自自衛衛隊隊 
第第８８  指指定定公公共共機機関関 
第第９９  指指定定地地方方公公共共機機関関 
第第 1100  公公共共的的及及びびそそのの他他防防災災上上重重要要なな施施設設のの管管理理者者 
第第 1111    防防災災協協定定締締結結団団体体 

  

第第１１  水水戸戸市市 
   １ 水戸市防災会議に関する事務 
   ２ 災害状況等の把握及び関係機関への通報連絡 

３ 消防対策 
   ４ 水戸市原子力災害対策本部の設置・解散 

５ 市民に対する広報及び情報伝達 
６ 市民の避難・屋内退避等，救助及び立入制限 
７ 緊急被ばく医療措置への協力 
８ 被ばく者，一般傷病者の救急搬送 
９ 飲食物の摂取制限等 
10 緊急輸送及び必要物資の調達・供給 
11 環境中の放射性物質の除去等 
12 各種制限措置の解除 
13 被害状況の調査及び被災者の生活の支援 
14 県の行う原子力防災対策に対する協力 
15 ボランティアの受け入れ 

  

第第２２  水水戸戸市市教教育育委委員員会会 
   １ 幼児，児童及び生徒への防災教育 

２ 幼児，児童及び生徒の避難・屋内退避等の実施 
３ 避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 
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第第３３  茨茨城城県県 
   １ 茨城県防災会議に関する事務 
   ２ 環境放射線の監視 

３ 災害状況等の把握及び関係機関への通報連絡 
４ 茨城県災害対策本部等の設置・解散 
５ 自衛隊・国の専門家等の派遣要請，受け入れ 
６ 所在・関係周辺市町村の防災対策に関する指示，指導，助言及び協力 
７ 隣接県，市町村等への防災対策に関する情報伝達，応援協力要請等 
８ ボランティアの受け入れ 
９ 緊急時モニタリングの実施 
10 県民に対する広報及び情報伝達 
11 市民の避難・屋内退避等，救助及び立入制限に関する所在・関係周辺市町村への指示 
12 緊急被ばく医療措置の実施 
13 飲食物の摂取制限に関する所在・関係周辺市町村等への指示 
14 緊急輸送及び必要物資の調達 
15 環境中の放射性物質の除去等 
16 各種制限措置の解除 
17 被害状況の調査及び被災者の生活の支援                             

  

第第４４  茨茨城城県県教教育育委委員員会会 
１ 幼児，児童及び生徒への防災知識の普及 
２ 幼児，児童及び生徒の避難・屋内退避等の実施 
３ 避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

 

第第５５  茨茨城城県県警警察察本本部部 
   １ 防護対策区域に係る立入制限，交通規制，市民の避難誘導等の警備                 

 

第第６６  指指定定地地方方行行政政機機関関   
機 関 名  事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

関東管区警察局 
１ 管内各警察署の災害警備活動及び相互援助の調整 
２ 警察通信の確保と統制 
３ 管区各警察署及び防災関係機関等からの情報収集並びに連絡・通報 

関東財務局 
１ 地方公共団体に対する災害融資 
２ 原子力災害時における金融機関の緊急措置の指示 
３ 国有財産の無償貸与 

関東信越厚生局 
１ 関係職員の現地派遣 
２ 関係機関との連絡調整 
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関東経済産業局 

１ 原子力事業所の災害に関する情報収集及び防災に関する協力 
２ 生活必需品，普及資材など防災関係物資の円滑な供給確保 
３ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営確保 
４ 被災中小企業の振興 

茨城労働局 
１ 労働者の被ばく管理の監督指導 
２ 労働災害調査及び労働者の労災補償 
３ 原子力事業所の事故の際における労働者健康管理の指示 

関東農政局 
（水戸地域センター） 

１ 主要食糧の需給調整 
２ 被災地周辺農林畜水産物等の安全性の確認 
３ 災害時における生鮮食料品等の供給 
４ 被災農林漁業者等への災害金融措置の要請 
５ 風評被害等の防止対策 

関東地方整備局 
（常陸河川国道事務所） 

１ 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 
２ 原子力防災に関する研究等の推進 
３ 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保 
４ 活動体制の確立 
５ 関係者への的確な情報伝達活動 
６ 災害復旧に関すること 

関東森林管理局 
（茨城森林管理署） 

１ 国有林野等の被害状況に関する情報の収集・提供 
２ 国有林野内の放射性物質の汚染対策 

関東運輸局 
（茨城運輸支局） 

１ 自動車運送業者に対する運送協力要請 
２ 自動車及び被災者，災害必需物資等の輸送調整 
３ 応急海上輸送の輸送力の確保 

東京航空局 
（百里空港事務所） 

１ 原子力施設上空の飛行規制とその周知徹底 
２ 飛行場使用の相互調整 

第三管区海上保安本部 
（茨城海上保安部） 

１ 船艇，航空機等による原子力災害情報の伝達 
２ 避難に関する情報の伝達・避難誘導等 
３ 海上における緊急時環境放射線モニタリングの支援 
４ 通行船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等の措置 
５ 海上における救助・救急活動 
６ 緊急輸送に関すること 
７ 海上における治安の確保 

東京管区気象台 
（水戸地方気象台） 

１ 気象状況の把握 
２ 気象に関する資料・情報の提供 
３ 緊急時環境放射線モニタリングへの支援 

関東総合通信局 

１ 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 
２ 防災及び災害対策用無線局の開設，整備についての指導 
３ 災害対策用無線機及び災害対策用移動電源車の貸し出し 
４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため，無線局の開局，周

波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可

を行う特例措置の実施（臨機の措置） 
５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 
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第第７７  自自衛衛隊隊 
１ 緊急時環境放射線モニタリングの支援 
２ 被害状況の把握 
３ 避難の援助 
４ 行方不明者等の捜索援助 
５ 消防活動 
６ 応急医療，救援 
７ 人員及び物資の緊急輸送 
８ 危険物の保安及び除去 
９ その他災害応急対策の支援                                   

  
第第８８  指指定定公公共共機機関関  

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
東日本電信電話株式会社

（茨城支店） 
１ 公共機関等の防災関連の重要通信及び避難所等の臨時回線の優先的確保 

株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ 
（茨城支店） １ 防災関係機関や避難所等の通信の確保 
ＫＤＤＩ株式会社 
（水戸支店） 

日本銀行 
（水戸事務所） 

１ 通貨の円滑な供給の確保 
２ 金融機関の間の資金決済の円滑の確保 
３ 金融機関の業務運営の確保 
４ 金融機関による金融上の措置の実施 
５ 上記各業務に係る広報 

日本赤十字社 
（茨城県支部） 

１ 医療救護活動の実施 
２ 災害救助への協力 
３ 救援物資の配分 

日本放送協会（ＮＨＫ） 
（水戸放送局） 

１ 広報 
２ 原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

東日本高速道路株式会社

（関東支社） 
１ 高速自動車国道等の交通の確保 

国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

原子力緊急時支援・研修センター等を通じて次のような原子力防災対策へ 
の支援・協力 
１ 国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な

支援・協力（緊急時環境放射線モニタリング，緊急被ばく医療活動，広報

活動等） 
２ 原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故

拡大防止，汚染拡大防止等） 
３ 原子力防災に必要な教育・訓練 
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日本原子力発電株式会社 

１ 国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な

支援・協力（緊急時環境放射線モニタリング，緊急被ばく医療活動，広報

活動等） 
２ 原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故

拡大防止，汚染拡大防止等） 
３ 原子力防災に必要な教育・訓練 

東日本旅客鉄道株式会社

（水戸支社） 
１ 災害対策用物資及び避難者の輸送への協力 

日本貨物鉄道株式会社 
（水戸営業支店） 
日本通運株式会社 
（東京東支店） 

１ 災害対策用物資の輸送への協力 

東京電力株式会社 １ 災害時における電力供給 

日本郵便株式会社 
（関東支社） 

１ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 
２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 
３ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 
４ 災害時における郵便局窓口業務の維持 

 

第第９９  指指定定地地方方公公共共機機関関 
機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

社団法人茨城県医師会 
１ 緊急被ばく医療等の医療救護活動への協力 
２ 健康影響調査（健康診断等）への協力 

茨城交通株式会社 

１ 避難者及び災害対策用物資の輸送協力 

関東鉄道株式会社 
（水戸営業所） 

鹿島臨海鉄道株式会社 

一般社団法人茨城県トラッ

ク協会（水戸支部） 
ジェイアールバス関東株式

会社（水戸支店） 
一般社団法人茨城県バス協

会 
株式会社茨城新聞社 
株式会社茨城放送 

１ 広報 
２ 原子力災害情報及び各種指示等の伝達 
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第第 1100  公公共共的的及及びびそそのの他他防防災災上上重重要要なな施施設設のの管管理理者者     
機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

水戸農業協同組合 １ 汚染農産物の出荷制限等応急対策の指導 
２ 食糧供給支援 

那珂川漁業協同組合， 
那珂川第一漁業協同組

合，大涸沼漁業協同組合 

１ 漁船等への広報協力 
２ 汚染水産物の出荷制限等応急対策の指導 

水戸商工会議所，水戸市

常澄商工会，水戸市内原

商工会 
１ 救助用物資，復旧資材の確保，協力，斡旋 

学校法人 
１ 幼児，児童及び生徒への防災教育 
２ 幼児，児童及び生徒の避難・屋内退避等の実施 
３ 避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

公益社団法人茨城原子力

協議会 
１ 広報 
２ 県・市町村が実施する災害応急対策への協力 

原災法対象原子力事業所

(指定公共機関としての

業務を除く) 

１ 原子力事業者防災業務計画の作成及び協力 
２ 原子力施設の危険時の措置を含む防災管理 
３ 防災上必要な社内教育及び訓練 
４ 自衛防災組織の充実・強化 
５ 環境放射線監視の実施及び協力 
６ 通報連絡 
７ 事故拡大防止及び汚染拡大防止措置 
８ 災害状況の把握及び報告 
９ 緊急時環境放射線モニタリングの実施及び協力 
10 緊急被ばく医療活動の実施及び協力 
11 その他，県，関係周辺市町村が実施する原子力災害対策への積極的な協力 

その他の原子力事業所

（指定公共機関としての

業務を除く） 

１ 緊急時環境放射線モニタリングへの協力 
２ その他，県，関係市町村が実施する原子力災害対策への積極的な協力 

報道関係 
（ＮＨＫ水戸放送局，株

式会社茨城新聞社，株式

会社茨城放送を除く） 

１ 広報 
２ 原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

社団法人茨城県放射線技

師会 

１ 緊急被ばく医療活動への協力 
２ 健康影響調査（健康診断等）への協力 

公益社団法人茨城県看護

協会 
公益社団法人茨城県薬剤

師会 
社団法人茨城県臨床検査

技師会 
社団法人水戸市医師会 

社会福祉法人水戸市社会

福祉協議会 

１ 被災者に対する炊き出し，救援物資の配布，避難所の運営業務等の協力 
２ ボランティアに関すること 
３ その他災害応急対策についての協力 
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第第 1111  防防災災協協定定締締結結団団体体 
１ 一般社団法人茨城県水戸市医師会，一般社団法人水戸市歯科医師会，一般社団法人水戸薬剤

師会，株式会社メディセオ 
(1) 災害時における応急医療救護活動及び医薬品の確保等に関すること。 
(2) 医療機関との連絡調整に関すること。 

２ 水戸市建設業協同組合，水戸市造園建設協力会，水戸市測量設計業協会，水戸市電設協会 
災害時の応急措置及び応急復旧活動の協力に関すること。 

３ いばらきコープ生活協同組合， イオンモール株式会社イオンモール水戸内原，イオンリテ

ール株式会社イオン水戸内原店，イオンリテール株式会社イオンスタイル水戸下市，生活協同

組合パルシステム茨城，ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター，株式会社セブン－イレブン・ジ

ャパン，株式会社ヨークベニマル，株式会社カインズ 
     災害時の食糧品及び日用品類の調達に関すること。 
   ４ 株式会社茨城放送，水戸コミュニティ放送株式会社 
     災害時における放送に関すること。 

５ 水戸市管工事業協同組合 
     災害時における応急給水及び水道施設の応急復旧の協力に関すること。 

６ 株式会社アクアクララ水戸，株式会社伊藤園水戸東部支店，コカ・コーラボトラーズジャパ

ン株式会社 
災害時における飲料水の確保に関すること。 

   ７ 市民センター等の自販機設置業者 
     災害時における自動販売機内の在庫商品の無償提供に関すること。 
   ８ 社団法人茨城県トラック協会水戸支部 
     災害時における車両による物資の輸送・配送に関すること。 
   ９ 西尾レントオール株式会社 
     災害時におけるレンタル資機材の提供，運搬，設置及び撤去に関すること。 

 10 一般財団法人茨城県環境保全事業団，水戸市環境整備事業協同組合 
     災害時等における一般廃棄物の処理に関すること。 

 11 一般社団法人茨城県高圧ガス保安協会水戸支部 
     災害時におけるガス燃料の確保に関すること。 

 12 東日本電信電話株式会社 
     災害時における特設公衆電話の設置・利用に関すること。 

13 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター 
     災害時における公衆衛生の維持又は環境の保全に係る検査に関すること。 

14 水戸市獣医師会 
     災害時における動物救護活動に関すること。 

15 茨城日産自動車株式会社 
     災害時における電気自動車による電力の供給等に関すること。 
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16 株式会社ファースト・トラスト 
     災害時における一時退避場所及び資機材等の仮置場の提供に関すること。 

17 茨城県農業共済組合連合会 
    (1) 災害時における応急措置，農産物等の調達及び家畜の診療等に関すること。 

 (2) 災害時における施設利用及び避難者等の受け入れに関すること。 
18 市内社会福祉法人 21 団体 31 施設 

     災害時における福祉避難所の提供に関すること。 
19 株式会社フロンティア水戸，水戸都市開発株式会社 

   災害備蓄品配備に伴う保管場所の施設利用に関すること。 
20 公益社団法人水戸青年会議所 

   災害時における応急措置及び応急復旧等の活動に関すること。 
21 株式会社常陽銀行 

    (1) 電気自動車による防災活動拠点への電力の供給に関すること。 
(2）災害時における緊急避難所の提供等に関すること。 

22 茨城県行政書士会 
     災害時における行政書士業務に関すること。 

23 株式会社第一常陽タクシー，東栄観光開発株式会社ソフト Q２車，株式会社 Vita・葵民急，

有限会社あんしんネット 
災害時における患者等搬送等の協力に関すること。 

24 一般社団法人茨城県助産師会 
     災害時における妊産婦・乳幼児等への支援活動に関すること。 

25 ＪＡグループ茨城教育センター  
   洪水時における緊急避難所の提供に関すること。 
26 有限会社 CSK グリーンタクシー 

     災害時における緊急避難所の提供に関すること。 
27 茨城県弁護士会 

     災害時における法律相談業務に関すること。 
28 「５日で 5000 枚の約束。プロジェクト」実行委員会 

   災害時における畳の供給に関すること。 
29 三和シャッター株式会社，文化シャッター株式会社 

     災害時における公共施設等のシャッター等の緊急点検及び緊急修理に関すること。 
30 株式会社ゼンリン 

     災害時における地図製品の供給及び利用等に関すること。 
   31 一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会 

災害におけるタクシー車両による緊急輸送等に関すること。 
32 水戸市解体業協同組合 

災害時における倒壊建物の除去等応急活動の協力に関すること。 
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33 東日本旅客鉄道株式会社水戸支店 
     災害時における避難誘導・案内等の協力に関すること。 

34 鹿島臨海鉄道株式会社 
     津波災害等における常澄駅の利用に関すること。 

35  学校法人岩田学園水戸駿優予備学校 
災害時における帰宅困難者等への支援活動及び施設利用に関すること。 

36 一般社団法人日本福祉用具供給協会 
災害時における福祉用具等の供給に関すること。 

37 寳幢院，吉田神社 
洪水時における緊急避難所に関すること。 

38 学校法人常磐大学 
災害時における応急活動の協力及び敷地・施設の使用に関すること。 

    39 水戸地区中小建設業協同組合 
      災害時における応急措置及び応急復旧の協力に関すること。 
    40 水戸市住みよいまちづくり推進協議会，水戸市住みよいまちづくり推進協議会を構成する各 

地区会 
      洪水時における地域間の連携協力に関すること。 
    41 茨城県石油業協同組合 
      災害時における燃料供給の支援協力に関すること。 
    42 一般財団法人茨城県トラック協会 
      災害時における施設利用及び救護物資の保管に関すること。 
    43 一般財団法人スカイガード 
      災害時におけるドローンを使用した災害現場等の映像支援に関すること。 

44 株式会社セブン-イレブン・ジャパン，株式会社ヨークベニマル 
      災害時における物資供給及び店舗営業の継続・早期再開に関すること。 
    45 株式会社ＯＬＳ 
      災害時におけるトレーラーハウス提供に関すること。 
    46 茨城県建築士会 
      災害時における建築物等の調査等の災害対策業務に対する応援協力に関すること。 

47 ヤフー株式会社 
災害時における情報発信等に関すること。 

48 株式会社カインズ 
災害時における生活物資などの供給協力に関すること。 

49 一般社団法人茨城県ペストコントロール協会 
災害時における感染症等が発生した場合の消毒業務等の協力に関すること。 

50 茨城県ホテル・旅館生活衛生同業組合水戸支部 
災害時における宿泊施設の提供に関すること。 
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51 東京電力パワーグリット株式会社茨城総支社 
災害時における停電復旧の連携等に関すること。 

52 茨城県塗装工業組合，水戸塗装昭和会 
災害時における洗浄等の支援協力に関すること。 

53 一般社団法人日本ムービングハウス協会 
災害時における移動式木造住宅の建設に関すること。 

54 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会，公益社団法人水戸青年会議所，水戸商工会議所青年部， 
水戸市常澄商工会青年部，水戸市内原商工会青年部，水戸ロータリークラブ，水戸東ロータリ 
ークラブ，水戸西ロータリークラブ，水戸南ロータリークラブ，水戸さくらロータリークラブ， 
水戸好文ロータリークラブ，水戸ライオンズクラブ，水戸葵ライオンズクラブ，水戸西ライオ 
ンズクラブ，水戸東ライオンズクラブ，水戸南ライオンズクラブ，水戸北ライオンズクラブ， 
水戸チアフルライオンズクラブ 
災害時における被災者支援及び災害ボランティア活動の支援に関すること。 

   55 一般社団法人茨城県環境保全協会 
     災害時における災害し尿等の収集運搬に関すること。 
   56 水戸少年鑑別所，水戸刑務所 

災害時における施設利用及び心理職の派遣に関すること。 
   57 株式会社近畿日本ツーリスト関東 
     災害時における宿泊施設の確保等に関すること。 
   58 合同会社Ｅ４ 
     災害時におけるドローンを使用した映像・画像等の情報収集及び提供に関すること。 
   59 茨城トヨタ自動車株式会社 
     災害時における応急活動及び施設使用に関すること。  
   60 公益社団法人茨城県看護協会 
     災害時における医療救護活動に関すること。 

   61 一般社団法人日本下水道施設業協会 

     災害時における下水道施設の機械・電気設備の緊急工事に関すること。 

   62 一般社団法人日本下水道施設管理業協会 

     災害時における下水道施設の復旧支援協力に関すること。 

   63 公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

     災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関すること。 

   64 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会関東支部 

     災害時における下水道施設に関する技術支援協力に関すること。 
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第２章 原子力災害事前対策 

第１節  基本方針 

第２節  原子力事業者の防災業務計画及び防災要員の現況等の届出の受理 

第３節  原子力事故・故障等の報告の徴収等 

第４節  原子力防災専門官・県・他市町村等との連携 

第５節  迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 

第６節  情報の収集・連絡体制等の整備 

第７節  総合防災拠点の整備 

第８節  緊急事態応急体制の整備 

第９節  避難収容活動体制の整備 

第 10 節 要配慮者等の避難誘導・移送体制等の整備 

第 11 節 緊急輸送活動体制の整備 

第 12 節 救助・救急，医療，消火及び防護資機材等の整備 

第 13 節 市民等への的確な情報伝達体制の整備 

第 14 節 業務継続計画の策定 

第 15 節 原子力防災に関する市民等に対する知識の普及と啓発等 

第 16 節 防災業務関係者の人材育成 

第 17 節 防災訓練等の実施 

第 18 節 核燃料物質等の搬送中の事故に対する対応 
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第２章 原子力災害事前対策 

 
  第第１１節節  基基本本方方針針   
    本章は，原災法及び災害対策基本法に基づき，実施する予防体制の整備及び原子力災害発生

時の事前対策を中心に定めるものである。 
 

 

  第第２２節節  原原子子力力事事業業者者のの防防災災業業務務計計画画及及びび防防災災要要員員のの現現

況況等等のの届届出出のの受受理理   
    原子力事業者は，本市に対し，原災法に基づく各種対応を行う。 
  

  第第１１  原原子子力力事事業業者者のの防防災災業業務務計計画画 
    第第２２  防防災災要要員員のの現現況況等等のの届届出出のの受受理理 
 

第第１１  原原子子力力事事業業者者のの防防災災業業務務計計画画 
    市は，原子力事業者が作成又は修正しようとする原子力事業者防災業務計画について，県か

ら意見聴取を受けた時は，自らの地域防災計画との整合性を保つ等の観点から，速やかに意見

を文書で回答する。 
    
第第２２  防防災災要要員員のの現現況況等等のの届届出出のの受受理理 
    市は，原子力事業者が届け出た，原子力防災組織の原子力防災要員の現況，原子力防災管理

者又は副原子力防災管理者の選解任，放射線測定設備及び原子力資機材の現況について，当該

届出に係る書類の写しを県より受領する。 
 

    

  第第３３節節  原原子子力力事事故故・・故故障障等等のの報報告告のの徴徴収収等等   
    市は，原子力事業者が行う原子力災害の予防（再発防止を含む。）の観点から，原子力施設周

辺の安全確保及び環境保全に関する協定書等に基づく対応を求める。 
 

  第第１１  原原子子力力事事業業所所のの年年間間主主要要事事業業計計画画 
    第第２２  事事故故・・故故障障等等のの通通報報 
    第第３３  報報告告のの徴徴収収及及びび立立入入調調査査 
  

第第１１  原原子子力力事事業業所所のの年年間間主主要要事事業業計計画画 
    市は，原子力事業者から年間主要事業計画の報告を受け，施設の概況等の把握に努める。 
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第第２２  事事故故・・故故障障等等のの通通報報 
    市は，原子力施設における事故・トラブル等の通報を受けた場合，その影響等を把握する。 
   
第第３３  報報告告のの徴徴収収及及びび立立入入調調査査 
    市は，必要に応じ，原子力事業者からの事故・トラブル等の報告を徴収するとともに，県と

連携し，適時適切な立入調査を実施する。 
 

 

  第第４４節節  原原子子力力防防災災専専門門官官・・県県・・他他市市町町村村等等ととのの連連携携   
    市は，緊急時の対応（広域連携を含む）等については，（「茨城県原子力防災連絡協議会」等

の場を通じ）原子力防災専門官・県・他市町村等と密接な連携を図り，実施する。 
   １ 地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正 

２ 原子力事業所の防災体制に関する情報の収集及び連絡 
３ 地域ごとの防災訓練の実施 
４ 市民に対する原子力防災に関する情報伝達 
５ 事故時の連絡体制，防護対策（避難計画の策定を含む。） 
６ 広域避難計画の策定 
 
 

  第第５５節節  迅迅速速かかつつ円円滑滑なな災災害害応応急急対対策策，，災災害害復復旧旧へへのの備備ええ   
  
  第第１１  企企業業等等ととのの協協定定締締結結  
    第第２２  民民間間事事業業者者ととのの連連携携 
    第第３３  国国有有財財産産のの有有効効活活用用 
  

第第１１  企企業業等等ととのの協協定定締締結結 
    市は，平常時から関係機関，企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進めることによ

り，災害発生時に，各主体が，迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 
 

第第２２  民民間間事事業業者者ととのの連連携携 
    市は，燃料，発電機，建設機械等の応急・復旧活動時に有効な資機材，地域の備蓄量，供給

事業者の保有量を把握し，不足が懸念される場合には関係機関や民間事業者との連携に努める。 
また，民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理，支援物資の管理・輸送

等)については，あらかじめ協定を締結しておくなど，民間事業者のノウハウ等を活用する。 
 

第第３３  国国有有財財産産のの有有効効活活用用 
    市は，関係機関と連携し，避難所，避難施設，備蓄等，防災に関する諸活動の推進に当たり，

公共用地，国有財産の有効活用を図る。 
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  第第６６節節  情情報報のの収収集集・・連連絡絡体体制制等等のの整整備備   
  
  第第１１  情情報報のの収収集集・・連連絡絡体体制制のの整整備備 
    第第２２  情情報報のの分分析析整整理理 
    第第３３  通通信信手手段段・・経経路路のの多多様様化化 

  

第第１１  情情報報のの収収集集・・連連絡絡体体制制のの整整備備 
   １ 市と関係機関相互の連携体制の確保 
     市は，原子力災害に対し万全を期すため，国，県，原子力事業者，その他防災関係機関と

の間において確実な情報の収集・連絡体制を図ることを目的として，次の事項を参考にして

情報の収集・連絡に係る要領を作成し，事業者，関係機関等に周知するとともに，これらの

防災拠点間における情報通信のためのネットワークを強化する。 
    (1) 事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日等の勤務時間外の対応，通信障害時など

も考慮した，代替となる手段や連絡先を含む。） 
(2) 防護対策に関する社会的状況把握のための情報収集先 
(3) 防護対策の決定者への連絡方法（報告内容，通信手段，通常の意思決定者が不在の場合

の代替者（優先順位つき）を含む。） 
(4) 関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務時間外の対応，通信障害時なども考慮し

た，代替となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連絡先を含む。） 
２ 機動的な情報収集体制 

市は，機動的な情報収集活動を行うため，車両など多様な情報収集手段を活用できる体制

の整備を図る。 
３ 情報収集・連絡にあたる要員の指定 

市は，迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み，発災現場の状況等について

情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど派遣できる体制の整備を図る。 
   ４ 非常通信協議会との連携 
     市は，関東地方非常通信協議会等と連携し，非常通信体制の整備，有・無線通信システム

の一体的運用及び応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図る。 
５ 移動通信系の活用体制 

市は，関係機関と連携し，移動系防災無線，携帯電話，漁業無線等の業務用移動通信及び

海上保安庁無線，警察無線，アマチュア無線等による移動通信系の活用体制の整備を図る。 
６ 関係機関等からの意見聴取等ができる仕組みの構築 

市は，原子力災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のために，関係機関等の出席を求める

ことができる仕組みの構築に努める。 
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第第２２  情情報報のの分分析析整整理理 
   １ 人材の育成・確保及び専門家の活用体制 
     市は，収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成・確保に努めるとともに，必

要に応じ専門家の意見を活用できるよう体制の整備に努める。 
２ 原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 

市は，平常時より，原子力防災関連情報の収集・蓄積を行う。 
また，それらの情報が利用しやすいよう，情報のデータベース化，オンライン化，ネット

ワーク化の推進に努める。 
３ 防災対策上必要とされる資料 

市は，国，県及び原子力事業者と連携し，応急対策の的確な実施に資するため，以下のよ

うな原子力施設（事業所）に関する資料，社会環境に関する資料，放射性物質及び放射線の

影響予測に必要となる資料，防護資機材等に関する資料を適切に整備し，定期的に更新する

とともに，これらを確実に管理する。 
また，市は，社会環境に関する資料等を原子力災害対策本部設置予定施設に適切に備え付

ける。 
    (1) 原子力施設（事業所）に関する資料 
     ア 原子力事業者防災業務計画 

イ 原子力事業所の施設の配置図 
     (2) 社会環境に関する資料 

ア 種々の縮尺の周辺地図 
イ 周辺地域の人口，世帯数（原子力事業所との距離別，方位別，要配慮者の概要，統計

的な観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含む。） 
     ウ 周辺一般道路，高速道路，林道，農道，鉄道，ヘリポート及び空港等交通手段に関す

る資料（道路の幅員，路面状況，交通状況，各種時刻表，滑走路の長さ等の情報を含む。） 
エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及びあらかじめ定める避

難計画（位置，収容能力，移動手段等の情報を含む。） 
オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園，学校，市民センター，公民館，診療所，病院，

老人福祉施設，身体障害者援護施設，刑務所等）に関する資料（原子力事業所との距離，

方位等についての情報を含む。） 
カ 緊急時被ばく医療施設に関する資料（原子力災害拠点病院，高度被ばく医療支援セン

ターそれぞれに関する，位置，収容能力，対応能力，搬送ルート及び手段等） 
キ オフサイトセンター周辺地域の飲料水，食糧及び機器保守サービスの調達方法 

    (3) 放射性物質及び放射線の影響に関する資料 
ア 周辺地域の気象資料（過去の周辺測定における風向，風速及び大気安定度の季節別及

び日変化の情報等） 
イ 線量推定計算に関する資料 
ウ 平常時環境放射線モニタリング資料 
エ 周辺地域の水源地，飲料水供給施設状況等に関する資料 

－ 20 －



21 
 

オ 農林水産物の生産及び出荷状況 
(4) 防護資機材等に関する資料 
ア 防護資機材の備蓄・配備状況 
イ 避難用車両の緊急時における運用体制 
ウ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況 

(5) 緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資料 
     ア 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急時対応組織に関する資料（人員，配置，

指揮命令系統，関係者名リストを含む。） 
イ 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制（報告基準，連絡様式，連絡先，連絡手

段など） 
ウ 状況確認及び対策指示のための関係機関の連絡体制表 

(6) 避難に関する資料 
ア 地区ごとの避難計画（移動手段，集合場所，避難先，その他留意点を記載した住民配

布のもの） 
イ 避難所運用体制（広域避難を前提とした市町村間の避難所，連絡先，運用組織等） 
ウ 退避所運用体制 

 
第第３３  通通信信手手段段・・経経路路のの多多様様化化 
    市は，国及び県と連携し，原子力防災対策を円滑に実施するため，原子力施設からの状況報

告や関係機関相互の連絡が迅速かつ正確に行われるよう，次の事項を整備するほか，あらかじ

め緊急時通信連絡網に伴う諸設備等の整備を行うとともに，その操作方法等について習熟して

おく。 
また，通信事業者に対し，移動基地局車両の派遣要請などの緊急措置について，事前調整す

る。 
   １ 災害情報システムの整備 
     市は，原子力災害における迅速な情報伝達に必要となる災害情報システムの構築を図る。 

２ 災害に強い伝送路の構築 
市は，災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系等による伝送路の

多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図る。 
３ 機動性のある緊急通信手段の確保 

市は，衛星携帯電話，地域衛星通信ネットワークの衛星車載局，可搬型衛星基地局などの

通信衛星を活用した通信手段を確保する。 
４ 災害時優先電話等の活用 

市は，既設の電話を「災害時優先電話」としてＮＴＴ東日本茨城支店長に申請し，承認を

受け登録しておく。 
５ 通信集中の防止 

市は，移動通信系の運用においては，通信集中時の混信等の対策に十分留意しておく。こ

のため，あらかじめ非常時における運用計画を定めておくとともに，関係機関の間で運用方
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法について十分な調整を図るとともに，周波数割当等による対策を講じる必要が生じたとき

には，国（総務省）と事前の調整を実施する。 
６ 非常用電源等の確保 

市は，庁舎等が停電した場合に備え，非常用電源設備（補充用燃料を含む。）を整備し，専

門的な知見・技術をもとに，耐震性のある堅固な場所への設置等を図る。 
７ 保守点検の実施 

市は，通信設備及び非常用電源設備等について，保守点検を実施し，適切な管理を行う。 
 
 

  第第７７節節  総総合合防防災災拠拠点点のの整整備備   
市役所本庁舎は，災害発生直後から災害対策活動，行政機能を維持するサービスの拠点とし

て，大規模な地震や風水害等の災害時でも，庁舎としての機能・役割を継続させる必要がある。

さらには，災害時における正確で迅速な災害情報の収集及び周知，迅速な初期活動や応急対策

はもとより，平常時における市民への防災教育，啓発等を図ることも必要である。 
    そのため，市は，以下のような各種防災機能を有し防災教育を実施する，総合的な防災拠点

施設を備えた市役所本庁舎の整備を推進する。 
       (1) 施設の耐震性確保 

 (2) 防災センターの整備 
   （災害対策本部会議室，災害対策本部事務局室，通信室，記者会見室，備蓄倉庫，仮眠室， 
     啓発スペース等） 
 (3) 支援物資の受入れや配布，来庁者を中心とした臨時一時避難所となるスペースの確保 
 (4) 飲料水用耐震性貯水槽，雨水槽，井戸の設置 
 (5) 汚水貯留槽の設置 
 (6) 通信回線の二重化・多重化による途絶時の通信機能の確保 
 (7) 電力の２ルート化及び非常用自家発電機等による停電時の電源の確保 
 (8) ヘリポートの設置 

       (9) 浸水対策 
(10) 災害時のアクセス性の確保 
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  第第８８節節  緊緊急急事事態態応応急急体体制制のの整整備備   
    市は，原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため，以下に掲げる緊急事態応急体制に

係る事項について検討するとともに，あらかじめ必要な体制を整備する。 
また，検討結果等については，第３章「緊急事態応急対策」に反映する。 

※本節の緊急時モニタリングの実施方法や体制について，今後の原子力規制委員会の検討結果や県の地域

防災計画の改定等を踏まえ，追記する。 
  

  第第１１  警警戒戒態態勢勢ををととるるたためめにに必必要要なな体体制制等等のの整整備備 
第第２２  原原子子力力災災害害対対策策本本部部体体制制等等のの整整備備 
第第３３  オオフフササイイトトセセンンタターーににおおけけるる原原子子力力災災害害合合同同対対策策協協議議会会等等のの体体制制 
第第４４  長長期期化化にに備備ええたた動動員員体体制制のの整整備備 
第第５５  防防災災関関係係機機関関相相互互のの連連携携体体制制 
第第６６  消消防防のの相相互互応応援援体体制制及及びび緊緊急急消消防防援援助助隊隊 
第第７７  自自衛衛隊隊ととのの連連携携体体制制 
第第８８  広広域域的的なな応応援援協協力力体体制制のの拡拡充充・・強強化化 
第第９９  モモニニタタリリンンググ体体制制等等 
第第 1100  専専門門家家のの派派遣遣要要請請手手続続きき 
第第 1111  複複合合災災害害にに備備ええたた体体制制のの整整備備 
第第 1122  人人材材及及びび防防災災資資機機材材のの確確保保等等にに係係るる連連携携 

  

第第１１  警警戒戒態態勢勢ををととるるたためめにに必必要要なな体体制制等等のの整整備備 
   １ 警戒態勢をとるために必要な体制 
     市は，警戒事態発生の通報を受けた場合，速やかに職員の非常参集，情報の収集・連絡が

行えるよう，あらかじめ非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含む。）

等を作成し，参集基準や連絡経路を明確にしておくなど，職員の参集体制の整備を図る。 
また，事故対策のための警戒態勢をとるためのマニュアル等の作成など必要な体制を整備

する。 
２ 現地事故対策連絡会議等への職員の派遣体制 

市は，国が現地事故対策連絡会議等をオフサイトセンターにおいて開催する際，これに市

の職員を迅速に派遣するため，あらかじめ派遣職員を指定するとともに，オフサイトセンタ

ーへの派遣手段等を定める。 
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第第２２  原原子子力力災災害害対対策策本本部部体体制制等等のの整整備備 
    市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合，又は，全面緊急事態に該当する

事故が発生した場合，市長を本部長とする原子力災害対策本部を迅速・的確に設置・運営する

ため，原子力災害対策本部の設置場所，職務権限，本部の組織・所掌事務，職員の参集配備体

制，本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ定める。 
また，迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え，防護対策の指示を行うための体制

についてあらかじめ定める。この際の意思決定については，判断の遅滞がないよう，下表のと

おり意思決定者不在時の代決者をあらかじめ定める。 
 

意思決定者 
 

意思決定者  
代 決 者  

１ ２ 
連 絡 配 備  防災・危機管理課長 防災・危機管理課長補佐 原子力安全対策係長 
原子力災害情報連絡会議 市民協働部長 防災・危機管理課長 防災・危機管理課長補佐 
原子力災害警戒本部  主管副市長  副 市 長  市民協働部長 
原子力災害対策本部  市 長 主管副市長  副 市 長  
※ 各体制設置決定時において，決定者が不在かつ連絡不能なときは，代決者が各体制設置決定の

職務について代行し，事後速やかに決定者に報告する。 
  

第第３３  オオフフササイイトトセセンンタターーににおおけけるる原原子子力力災災害害合合同同対対策策協協議議会会等等のの体体制制 
    市は，原子力緊急事態宣言が発出され，オフサイトセンターにおいて国の現地災害対策本部，

県，市町村のそれぞれの原子力災害対策本部の代表者，指定公共機関及び原子力事業者の代表

者から権限を委任されたものにより構成される原子力合同対策協議会が組織されることとなっ

た場合は，職員を派遣し，緊急事態応急対策の実施方法，原子力災害の拡大防止のための応急

措置の実施方法等について協議する。 
また，オフサイトセンターにおいて，原子力災害合同対策協議会のもとに，モニタリング情

報の把握，医療関係情報の把握，住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機能班を設け，国，

県，ＵＰＺ内の市町村及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置することとされており，市

は，それぞれの機能班に配置する職員及びその役割，権限等について，あらかじめ原子力防災

専門官等と協議して定める。 
なお，オフサイトセンターは，自然災害や避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた区

域に含まれるなどにより使用できない場合には，移転先を「つくば国際会議場」又は「県教育

研修センター」とする。 
 
第第４４  長長期期化化にに備備ええたた動動員員体体制制のの整整備備 
    市は，事態が長期化した場合に備え，職員の動員体制やローテーション等をあらかじめ整備

する。 
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第第５５  防防災災関関係係機機関関相相互互のの連連携携体体制制 
    市は，平常時から，原子力防災専門官をはじめとする国，県，自衛隊，警察，消防，海上保

安庁，医療機関，指定公共機関，指定地方公共機関，原子力事業者，その他の関係機関と原子

力防災体制につき相互に情報を交換し，各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め，相互の

連携体制の強化に努める。 
     
第第６６  消消防防のの相相互互応応援援体体制制及及びび緊緊急急消消防防援援助助隊隊 
    市は，消防の応援について県内外の近隣市町村及び県内全市町村による協定の締結の促進，

消防相互応援体制の整備，緊急消防援助隊の充実強化に努めるとともに，緊急消防援助隊の迅

速な派遣要請のための手順，受け入れ体制，連絡調整窓口，連絡の方法を整備する。 
 
第第７７  自自衛衛隊隊ととのの連連携携体体制制 
    市は，知事に対する自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の手順，連絡

調整窓口，連絡の方法を取り決めておく。 
また，適切な役割分担を図るとともに，いかなる状況において，どのような分野（救急，救

助，応急医療，緊急輸送等）で，自衛隊の災害派遣が必要なのか，平常時よりその想定を行っ

ておく。                                             

  

第第８８  広広域域的的なな応応援援協協力力体体制制のの拡拡充充・・強強化化 
    市は，国及び県の対策を踏まえ，緊急時に必要な装備，資機材，人員，避難や避難退域時検

査（「居住者，車両，携行品等の放射線量の測定」をいう。以下同じ。）に関する広域的な応援

要請並びに，必要に応じて，被災時の周辺市町村と相互に後方支援を担える体制の整備に向け

て，市町村間の応援協定締結の促進を図り，応援先，受援に関する連絡・要請の手順，原子力

災害対策本部との役割分担・連絡調整体制，応援機関の活動拠点，応援要員の集合・配備体制，

資機材等の集積・輸送体制，後方支援等について必要な準備を整える。 
また，市は，原子力事業者との緊急時における協力の内容等について，あらかじめ調整を行

うほか，県への応援要請が迅速に行えるよう，要請の手順，情報連絡窓口，連絡の方法を取り

決めておくなど，必要な準備を整える。 
 
第第９９  モモニニタタリリンンググ体体制制等等 
    市は，緊急時モニタリングへの要員の派遣等の協力を行うための体制を整備する。 
                                              
第第 1100  専専門門家家のの派派遣遣要要請請手手続続きき 
    市は，原子力事業者より警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合，必要に応

じ，国に対し事態の把握のために専門的知識を有する職員の派遣を要請するため，あらかじめ

手続き等について定める。 
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第第 1111  複複合合災災害害にに備備ええたた体体制制のの整整備備 
    市は，複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し，それらの影響が複合化すること

により，被害が深刻化し，災害応急対応が困難になる事象）の発生の可能性を認識し，防災計

画を見直すなど，備えておく。 
また，災害対応に当たる要員，資機材等について，後発災害の発生が懸念される場合には，

先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど，望ましい配分ができない可能性がある

ことを留意し，外部からの早期支援要請や要員・資機材の投入判断が行えるような対応計画を

あらかじめ定める。 
                                              
第第 1122  人人材材及及びび防防災災資資機機材材のの確確保保等等にに係係るる連連携携 
    市は，地震，津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により，防災活動に必要

な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し，人材及び防災資機材の確保等に

おいて，国，指定公共機関，県及び原子力事業者と相互に連携を図る。 
 

 

  第第９９節節  避避難難収収容容活活動動体体制制のの整整備備   
※本節の避難計画の詳細等について，今後の原子力規制委員会の検討結果や県の地域防災計画の改定等を踏

まえ，追記する。 
  

  第第１１  避避難難計計画画のの作作成成 
第第２２  避避難難所所等等のの整整備備 
第第３３  学学校校等等施施設設ににおおけけるる避避難難計計画画のの作作成成 
第第４４  不不特特定定多多数数のの者者がが利利用用すするる施施設設にに係係るる避避難難計計画画のの作作成成 
第第５５  市市民民等等のの避避難難状状況況のの確確認認体体制制のの整整備備 
第第６６  居居住住地地以以外外のの市市町町村村にに避避難難すするる被被災災者者へへ情情報報をを伝伝達達すするる仕仕組組みみのの整整備備 
第第７７  警警戒戒区区域域をを設設定定すするる場場合合のの計計画画のの策策定定 
第第８８  避避難難所所・・避避難難方方法法等等のの周周知知 

  

第第１１  避避難難計計画画のの作作成成 
   １ 広域避難計画の策定 

市は，国，県及び原子力事業所の協力のもと，屋内退避及び広域避難のための計画を策定

する。 
本市広域避難計画の策定に当たっては，原子力災害対策指針及び原子力災害に備えた茨城

県広域避難計画を反映するとともに，避難先自治体や県警機関等との協議や本市の各種対策

の検討，検証等を踏まえ，随時，修正・見直しを行う。 
また，本市域が該当する緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）においては，予防的防護

措置を準備する区域（ＰＡＺ）の住民避難が先行して行われるため，原子力災害対策指針に

基づき，段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施するまでの間は，屋内退避を行うこ

とを原則とし，広域避難計画を策定する。 
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２ 避難先 
避難先からの更なる避難を避けるため，避難先は防護措置を重点的に実施すべき区域外に

するとともに，地域コミュニティの維持に着目し，同一地区の市民の避難先は同一地域に確

保するよう努める。 
 あわせて，同じタイミングで広域避難することが想定される複数の小学校区を，一体的な

エリアとして捉え，原則，同じ方面への広域避難を実施することとし，エリアの設定に当た

っては，緊急時モニタリングにおいて空間放射線量率の測定を行う，各地のモニタリングポ

ストの位置を踏まえて設定する。 
 なお，市の境界を越えた広域の避難計画の策定においては，国及び県が中心となって市の

間の調整を図る。 
    (1) 本市の広域避難先 
            県内 古河市，結城市，下妻市，常総市，つくば市，坂東市，八千代町，五霞町，境町 
            県外 栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県 
   ３ 避難ルートの設定 
     避難ルートは，高速道路及び国道等の幹線道路を基本とし，広域避難先への移動しやすさ

を考慮するとともに，避難車両による渋滞や混乱を軽減するため，可能な限り一つのルート

に車両が集中しないよう配慮する。 
                                              
第第２２  避避難難所所等等のの整整備備 
   １ 避難所の整備 
     市は，避難先自治体と協定等を締結するとともに，避難施設の管理者と調整を図り，広域

避難における避難所をあらかじめ指定する。 
なお，避難所や避難退域時検査等の場所として指定された建物については，必要に応じ，

衛生管理等に配慮した避難生活の環境整備に努める。 
   ２ 避難所誘導施設の設定 
     広域避難は，遠方への避難となることから，避難先に不慣れな避難者に配慮し，円滑に避

難所への移動が可能となるよう，避難先自治体にある施設のうち，アクセス性，駐車可能数

等を考慮した分かりやすい施設を避難所誘導施設として設定し，当該施設にて，避難所への

案内を行う。 
   ３ 避難誘導用資機材，移送用資機材・車両等の整備 

市は，市民等の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等の整備に努める。 
また，県と協力し，広域避難を想定した避難誘導用資機材，移送用資機材・車両等を確保

する。 
４ 広域一時滞在に係る応援協定の締結 

市は，県の調整を踏まえ，大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう，他の地

方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど，発災時の具体的な避難及び他

の地方公共団体からの避難者の受入方法を含めた手順等を定める。 
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５ 被災者支援の仕組みの整備 
市は，平常時から，被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し，被災者支援の仕組み

の整備等に努める。 
６ 要配慮者等にも配慮した施設・設備の整備 

市は，避難所において，貯水槽，井戸，仮設トイレ，マット，簡易ベッド，非常用電源，

衛星携帯電話等の通信機器等のほか，空調，洋式トイレなど傷病者，入院患者，高齢者，障

害者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者等にも配慮した施設・設備の整備に努めるとと

もに，被災者が災害情報を入手するためのテレビ，ラジオ等の機器の整備を図る。 
７ 物資の備蓄に係る整備 

市は，指定された避難所又はその近傍で地域完成型の備蓄施設を確保し，食糧，飲料水，

常備薬，炊き出し用具，毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるとともに，避難所に

指定した学校等において，備蓄のためのスペース，通信設備の整備等を進める。  
                                              
第第３３  学学校校等等施施設設ににおおけけるる避避難難計計画画のの作作成成 
    学校等施設の管理者は，県及び市と連携し，原子力災害時における幼児，児童，生徒及び学

生（以下「生徒等」という。）の安全を確保するため，あらかじめ，避難所，避難経路，誘導責

任者，誘導方法等についての避難計画を作成する。 
また，市は，小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため，災害時における幼稚園・

保育所等の施設と市間，施設間の連絡・連携体制の構築に努めるとともに，災害発生時におけ

る生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定める。 
 
第第４４  不不特特定定多多数数のの者者がが利利用用すするる施施設設にに係係るる避避難難計計画画のの作作成成 
    地下街，劇場等の興行場，駅，その他の不特定多数の者が使用する施設等の管理者は，県及

び所在市町村及び関係周辺市町村と連携し，避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努め

る。 
なお，この際，必要に応じ，多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画の策定及び訓練の

実施に努める。 
                                              
第第５５  市市民民等等のの避避難難状状況況のの確確認認体体制制のの整整備備 
    市は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合において，市民等の避難状況を

的確に確認するための体制をあらかじめ整備する。 
    なお，市が指定した避難所以外に避難をする場合があることに留意し，避難状況の確実な把

握に努める。 
  

第第６６  居居住住地地以以外外のの市市町町村村にに避避難難すするる被被災災者者へへ情情報報をを伝伝達達すするる仕仕組組みみのの整整備備 
    市は，県支援のもと，居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サ

ービスを円滑かつ確実に受け渡すことができるよう，被災者の所在地の情報を避難元と避難先

の市町村が共有する仕組みを整備する。 
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第第７７  警警戒戒区区域域をを設設定定すするる場場合合のの計計画画のの策策定定 
    市は，国と連携して，警戒区域を設定する場合，警戒区域設定に伴う広報，立入規制及び一

時立入等，必要な資機材や人員等を確保する。 
       
第第８８  避避難難所所・・避避難難方方法法等等のの周周知知 
    市は，避難所や避難退域時検査等の場所・避難誘導方法（自家用車の利用，緊急避難に伴う

交通誘導等を含む。），屋内退避の方法等について，日頃から，市民への周知徹底に努める。 
避難の迅速な実施のためには，具体的な避難計画を県，防災業務関係者及び対象となる市民

が共通して認識することが必要となることから，市は，国，県及び原子力事業者からの情報に

基づき，警戒事態及び施設敷地緊急事態発生後の経過に応じて，市民に提供すべき情報につい

て整理するとともに，市民等に対し，具体的な避難指示の伝達方法やこれらの計画の周知を行

う。 
 

  第第 1100 節節  要要配配慮慮者者等等のの避避難難誘誘導導・・移移送送体体制制等等のの整整備備   

  
  第第１１  要要配配慮慮者者・・避避難難行行動動要要支支援援者者等等のの避避難難誘誘導導・・移移送送体体制制等等のの整整備備 

第第２２  避避難難行行動動要要支支援援者者支支援援体体制制のの確確保保 
第第３３  要要配配慮慮者者利利用用施施設設のの避避難難計計画画等等のの整整備備 

  

 第第１１  要要配配慮慮者者・・避避難難行行動動要要支支援援者者等等のの避避難難誘誘導導・・移移送送体体制制等等のの整整備備 
   １ 要配慮者・避難行動要支援者等の対応 
     市は，傷病者，入院患者，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦など要配慮者・避難

行動要支援者及び一時滞在者への対応を強化するため，放射線の影響を受けやすい乳幼児に

ついて十分配慮するなど，原子力防災の特殊性に留意し，次の項目に取り組む。 
(1) 要配慮者・避難行動要支援者及び一時滞在者を適切に避難誘導し，安否確認を行うため，

周辺住民，自主防災組織，民生委員・児童委員，介護保険事業者，障害福祉サービス事業

者，ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら，平常時より，要配慮者・避難行

動要支援者に関する情報を把握し，関係者との共有に努める。 
(2) 要配慮者・避難行動要支援者及び一時滞在者に災害情報が迅速かつ滞りなく伝達できる

よう，情報伝達体制を整備する。 
(3) 避難誘導体制の整備，避難訓練の実施に一層努める。 

 
２ 要配慮者・避難行動要支援者等の避難誘導 

市は，要配慮者・避難行動要支援者及び一時滞在者の避難誘導を行う。 
また，平常時より，安否確認を行うため，周辺住民，自主防災組織，ボランティア団体等

の協力を得ながら，避難行動要支援者等に関する情報の共有を図るとともに，必要に応じて，

避難誘導や搬送・福祉避難所などの受入れ体制の整備を図る。 
また，放射線の影響を受けやすい乳幼児等については，十分配慮する。 
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第第２２  避避難難行行動動要要支支援援者者支支援援体体制制のの確確保保 
    市は，災害対策基本法に基づき，避難行動要支援者名簿を作成し，関係団体，地域住民等の

協力を得て，避難行動要支援者の救援体制の確保を図るとともに，自助・共助・公助を促進し，

連携することで地域防災力を強化する。 
   １ 避難行動要支援者名簿の作成 
    市は，要配慮者のうち自力で避難することが困難な避難行動要支援者の支援対策を進める

ために，災害対策基本法第 49 条の 10 の規定に基づき，避難行動要支援者名簿を作成し，避

難支援等関係者との情報共有化を図り，災害時における安否確認，避難誘導等の支援活動が

迅速かつ的確に実施できる体制の確保に努める。 
    (1) 避難行動要支援者基礎名簿 

    市は，以下に掲げる要件に該当する要配慮者を避難行動要支援者とし，避難行動要支援

者に該当する者の名簿（以下，「基礎名簿」という。）を作成する。 
    なお，基礎名簿の作成に必要となる個人情報は，災害対策基本法第 49 条の 10 第３項の

規定に基づき，県及び市が保有する要配慮者の情報を目的外使用し，対象とする要配慮者

に関する情報を把握する。 
要 件 

・介護保険の要介護２以上の方 
・身体障害者手帳（１・２級）の交付を受けている方  
・療育手帳（Ⓐ・Ａ）の交付を受けている方 
・精神保健福祉手帳（１・２級）の交付を受けている方 
・75 歳以上のひとり暮らしの方 
・市の支援を受けている難病患者の方 
・その他市長が必要と認めた方 

    (2) 基礎名簿登録事項 
基礎名簿には，避難行動要支援者に関する以下に掲げる事項を登録する。 

名簿登録事項 
・氏名 
・生年月日 
・性別 
・住所又は居所 
・電話番号その他の連絡先 
・避難支援等を必要とする事由 
・避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

(3) 施設等に入居する要配慮者 
   登録要件に該当する要配慮者のうち，社会福祉施設入居者や長期入院患者については，

入居施設等による支援を受けるものとし，基礎名簿登録を行わないものとする。 
   ２ 避難行動要支援者同意名簿の作成 
     市は，基礎名簿に登録した者のうち，名簿情報を平常時から避難支援等関係者に提供する

ことに同意した者の名簿（以下「同意名簿」という。）を作成する。 
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    (1) 同意名簿登録に係る意向調査 
      市は，基礎名簿の登録者に対して，「避難行動要支援者登録申請書（兼個人情報の提供に

関する同意書）（以下「申請書」という。）」により，個人情報の提供に係る意向を調査し，

申請書により登録を申し出た者を，同意名簿に登録する。 
      なお，同意名簿に登録する事項は，上に掲げる基礎名簿の登録事項と同様のものとする。 
    (2) 意向調査の対象となる要配慮者以外の者 
      市は，基礎名簿の登録者以外の者から，災害時における支援活動を求められた場合は，

同意名簿に登録する。 
   ３ 名簿の提供 
    (1) 基礎名簿の提供 

市は，災害が発生し，又は発生する恐れがある場合で，市長が避難行動要支援者の生命

又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときに，避難行動要支援者名

簿を以下に掲げる避難支援等関係者に提供する。 
避難支援等関係者 

・市職員 
・自主防災組織 
・消防局 
・消防団 
・民生委員 
・警察署 
・地域支援センター 
・社会福祉協議会 

(2) 同意名簿の提供 
     市は，同意名簿に登録されている情報について，平常時から避難支援等関係者に提供す

る。 
   (3) 名簿の適正管理 

      市は，基礎及び同意名簿の提供にあたり名簿の適正管理について以下の措置を講じ，適

正な管理を徹底する。 
     ア 避難支援以外には使用しないことの周知 
     イ 名簿の閲覧制限 
     ウ 紙による名簿提供及び複写，データ化の原則禁止 
     エ 個人情報の取扱いに関する研修の実施 

４ 名簿の更新 
     市は，基礎及び同意名簿情報について定期的な更新を行い，最新のものとするよう努める。 

５ 地域ぐるみの支援体制 
    (1) 避難支援等関係者による支援体制づくり 

   避難支援等関係者は，災害発生時に，地域ぐるみで避難行動要支援者の安全を確保する

ため，同意名簿を適切に活用し，個々の避難行動要支援者と日常的に関わりのある親族や

近隣住民と連携し，平常時から見守り活動を行う。   
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(2) 個別計画作成 
      市は，避難支援等関係者と連携し，同意名簿の登録者ごとに個別計画を作成する。 

(3) 避難支援等関係者の安全確保 
避難支援等関係者は，二次災害等により被災することがないよう自らの安全確保に努め，

可能な範囲で支援を行うものとする。 
６ 災害時の情報提供，緊急通報システムの整備 

県及び市は，災害時における迅速かつ適切な情報提供を行うため，情報入手困難な聴覚障

害者に対して，ＦＡＸなど通信装置の貸与や情報伝達体制の確立に努める。 
市は，要配慮者が迅速に避難できるよう，防災担当と福祉担当との連携のもと，防災関係

機関及び福祉関係者と協力して，避難に関する情報の伝達マニュアル等を策定するとともに，

避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対する防災ラジオの無償貸与等情報伝達体制の整

備に努める。 
また，県及び市は，災害時における的確かつ迅速な救助活動を行うため，緊急通報システ

ムの整備に努める。 
７ 防災知識の普及・啓発，防災訓練の実施 

市は，避難支援等関係者及びボランティア組織などの協力により，要配慮者やその家族を

含めた防災訓練の実施に努める。 
また，市で策定した要配慮者安心安全行動マニュアルなどにより，要配慮者に十分配慮し

たきめ細やかな防災に関する知識等の普及・啓発を図る。 
 
第第３３  要要配配慮慮者者利利用用施施設設のの避避難難計計画画等等のの整整備備 
   １ 病院等医療機関における避難計画の整備 

病院等医療機関の管理者は，県及び市と連携し，原子力災害時における避難経路，避難責

任者，避難方法，患者の搬送に必要な資機材の確保，避難時における医療の維持方法等につ

いての避難計画を作成する。 
２ 社会福祉施設における避難計画の整備 

社会福祉施設の管理者は，県及び市と連携し，原子力災害時における避難所，避難経路，

誘導責任者，誘導方法，入所者等の移送に必要な資機材の確保，関係機関との連携方策等に

ついての避難計画を作成する。特に，入所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を図る。 
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  第第 1111 節節  緊緊急急輸輸送送活活動動体体制制のの整整備備   

  
  第第１１  専専門門家家のの移移送送体体制制のの整整備備 

第第２２  緊緊急急輸輸送送道道路路等等のの確確保保体体制制等等のの整整備備 
 

第第１１  専専門門家家のの移移送送体体制制のの整整備備 
    市は，放射線医学総合研究所，指定公共機関等からのモニタリング，医療等に関する専門家

の現地への移送（最寄りの空港・ヘリポートの場所や指定手続き，空港等から現地までの先導

体制等）について協力する。 
                                              
第第２２  緊緊急急輸輸送送道道路路等等のの確確保保体体制制等等のの整整備備 
    市は，市の管理する情報板等の道路交通関連設備について，緊急時を念頭に置いた整備に努

め，災害時に利用可能な交通経路を把握する。 
 
 

  第第1122節節  救救助助・・救救急急，，医医療療，，消消火火及及びび防防護護資資機機材材等等のの整整備備   
※本節の被ばく医療体制について，今後の原子力規制委員会の検討結果や県の地域防災計画の改定等を踏ま

え，追記する。 
 

  第第１１  救救助助・・救救急急活活動動用用資資機機材材のの整整備備 
第第２２  救救助助・・救救急急機機能能のの強強化化 
第第３３  緊緊急急被被ばばくく医医療療活活動動体体制制等等のの整整備備 
第第４４  消消火火活活動動用用資資機機材材等等のの整整備備 
第第５５  防防災災業業務務関関係係者者のの安安全全確確保保ののたためめのの資資機機材材等等のの整整備備 
第第６６  物物資資のの調調達達，，供供給給活活動動 
第第７７  大大規規模模・・特特殊殊災災害害ににおおけけるる救救助助隊隊のの整整備備 

  

第第１１  救救助助・・救救急急活活動動用用資資機機材材のの整整備備 
    市は，応急措置の実施に必要な救急救助用資機材，救助工作車，救急自動車等の整備に努め

る。 
                                              
第第２２  救救助助・・救救急急機機能能のの強強化化 
    市は，職員の安全確保を図り，効率的な救助・救急活動を行うため，県との連携を強化する

とともに，職員の教育訓練を行い，救助・救急機能の強化を図る。 
  

第第３３  緊緊急急被被ばばくく医医療療活活動動体体制制等等のの整整備備 
    市は，県が行う緊急時における市民等の健康管理，汚染検査，除染等緊急被ばく医療につい

て協力するものとし，体制の整備を図る。                              
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第第４４  消消火火活活動動用用資資機機材材等等のの整整備備 
    市は，平常時から，県，原子力事業者等と連携を図り，原子力施設及びその周辺における火

災等に適切に対処するため，消火活動用資機材及び活動体制を整備する。 
                                              
第第５５  防防災災業業務務関関係係者者のの安安全全確確保保ののたためめのの資資機機材材等等のの整整備備 
    市は，国及び県と協力し，応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材をあら

かじめ整備する。 
また，応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため，平常時より，国，県及び原子力事

業者と相互に密接な情報交換を行う。 
                                              
第第６６  物物資資のの調調達達，，供供給給活活動動 
   １ 備蓄計画 
     市は，大規模な原子力災害が発生した場合の被害を想定し，地域の地理的条件等を踏まえ

て，必要とされる食糧その他の物資について，あらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し，

それらの供給のための計画を定める。 
また，備蓄を行うに当たって，大規模な地震が発生した場合には，物資の調達や輸送が平

時のようには実施できないという認識に立って，初期の対応に十分な量を備蓄するほか，物

資の性格に応じ，集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点に対しても

配慮するとともに，備蓄拠点を設けるなど，体制を整備する。 
２ 物資の調達体制の整備 

市は，国及び県と連携のうえ，備蓄の輸送拠点を指定するなど，物資の緊急輸送活動が円

滑に行われるよう，輸送拠点の指定について，あらかじめ体制を整備する。 
                                              
第第７７  大大規規模模・・特特殊殊災災害害ににおおけけるる救救助助隊隊のの整整備備 
    市は，県及び国と連携し，大規模・特殊災害に対応するため，高度な技術・資機材を有する

緊急消防援助隊を含む救助隊の整備を図る。 
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  第第 1133 節節  市市民民等等へへのの的的確確なな情情報報伝伝達達体体制制のの整整備備   
  
  第第１１  警警戒戒事事態態等等のの情情報報伝伝達達 

第第２２  複複合合災災害害等等のの情情報報伝伝達達 
第第３３  市市民民相相談談窓窓口口のの設設置置等等 
第第４４  要要配配慮慮者者等等のの情情報報伝伝達達 
第第５５  情情報報伝伝達達手手段段のの整整備備 

  

第第１１  警警戒戒事事態態等等のの情情報報伝伝達達 
    市は，国及び県の対応を踏まえて，警戒事態又は施設敷地緊急事態発生後の経過に応じて市

民等に提供すべき情報について，災害対応のフェーズ（段階）や場所等に応じた分かりやすく

正確で具体的な内容を整理する。 
また，市民に対して必要な情報が確実に伝達され，かつ共有されるように，情報伝達の際の

役割等を明確にする。 
                                              
第第２２  複複合合災災害害等等のの情情報報伝伝達達 
    市は，地震や津波等との複合災害における情報伝達体制を確保するとともに，被災者等に的

確な情報を常に伝達できるよう，災害情報システム，広報車両等の施設，装備，体制の整備を

図る。 
                                              
第第３３  市市民民相相談談窓窓口口のの設設置置等等 
    市は，市民等からの問い合わせに対応する市民相談窓口の設置等について，あらかじめその

方法，体制等を定める。 
                                              
第第４４  要要配配慮慮者者等等のの情情報報伝伝達達 
    市は，原子力災害の特殊性に鑑み，傷病者，入院患者，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，

妊産婦などの要配慮者・避難行動要支援者及び一時滞在者に対し，災害情報が迅速かつ滞りな

く伝達されるよう，周辺市民，自主防災組織，市国際交流協会等と連携を図りながら平常時か

ら，情報伝達体制の整備に努める。 
                                              
第第５５  情情報報伝伝達達手手段段のの整整備備 
    市は，放送業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力のもと，コミュニティ放送局，ソーシ

ャルメディアを含むインターネット上の情報，広報用電光掲示板，携帯端末の緊急速報メール

機能，ワンセグ放送の活用等の様々なメディアの活用体制の整備に努める。 
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  第第 1144 節節  業業務務継継続続計計画画のの策策定定   
    市は，災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い業務の継続のため，災害時に，必

要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応の

強化を図るため，庁舎の所在地が避難のための立ち退き勧告又は指示を受けた地域に含まれた

場合の退避先をあらかじめ定めておくとともに，業務継続計画の策定等により，業務継続性の

確保を図る。 
また，実効性のある業務継続体制を確保するため，必要な資源の継続的な確保，定期的な教

育・訓練・点検等の実施，訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し，

計画の評価・検証等を踏まえた改定等を行う。 
 

     

  第第 1155 節節  原原子子力力防防災災にに関関すするる市市民民等等にに対対すするる知知識識のの普普

及及とと啓啓発発等等   
  
  第第１１  原原子子力力防防災災にに関関すするる知知識識のの普普及及・・啓啓発発 

第第２２  教教育育機機関関ににおおけけるる防防災災教教育育 
第第３３  要要配配慮慮者者等等ににおおけけるる防防災災知知識識のの普普及及・・啓啓発発 
第第４４  避避難難先先のの連連絡絡 
第第５５  大大規規模模災災害害のの情情報報収収集集・・整整理理 

  

第第１１  原原子子力力防防災災にに関関すするる知知識識のの普普及及・・啓啓発発 
    市は，国，県及び原子力事業者と協力して，市民等に対し原子力防災に関する知識の普及と

啓発のため次に掲げる事項について広報活動を実施する。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第第２２  教教育育機機関関ににおおけけるる防防災災教教育育 
    市は，教育機関，民間団体等との密接な連携のもと，防災教育を実施し，教育機関において

は，防災に関する教育の充実に努める。 

(1) 放射性物質及び放射線の特性に関すること 
(2) 原子力施設の概要に関すること 
(3) 原子力災害とその特性に関すること 
(4) 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 
(5) 緊急時に，市，国及び県等が講じる対策の内容に関すること 
(6) コンクリート屋内退避所，避難所に関すること 
(7) 要配慮者への支援に関すること 
(8) 緊急時にとるべき行動に関すること 
(9) 避難所での運営管理，行動等に関すること 
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第第３３  要要配配慮慮者者等等ににおおけけるる防防災災知知識識のの普普及及・・啓啓発発 
    市は，防災知識の普及と啓発を行うに際しては，傷病者，入院患者，高齢者，障害者，外国

人，乳幼児，妊産婦等に十分配慮することにより，地域において要配慮者等を支援する体制が

整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違い等，男女双方の視点を十分に配

慮する。 
                                             

第第４４  避避難難先先のの連連絡絡 
    市は，避難状況の確実な把握に向けて，市が指定した避難所以外に市民が避難をした場合に

は，市の原子力災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう市民へ周知する。 
                                              
第第５５  大大規規模模災災害害のの情情報報収収集集・・整整理理 
    市は，国及び県と連携し，過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え

ていくため，大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し，

適切に保存するとともに，広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 
     
     

  第第 1166 節節  防防災災業業務務関関係係者者のの人人材材育育成成   
    市は，応急対策全般への対応力を高め，原子力防災対策の円滑な実施を図るため，国，指定

公共機関等が防災業務関係者に向けて実施する原子力防災に関する研修の積極的な活用を推進

する等，人材育成に努める。 
また，国及び防災関係機関と連携して，以下に掲げる事項等に関する研修ついて，原子力防

災業務関係者を対象として実施するとともに，研修成果を訓練等において具体的に確認し，緊

急時モニタリングや緊急被ばく医療の必要性など，原子力災害対策の特殊性を踏まえ，研修内

容の充実を図る。  
   １ 原子力防災体制及び組織に関すること 

２ 原子力施設の概要に関すること 
３ 原子力災害とその特性に関すること 
４ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 
５ モニタリング実施方法及び機器に関すること 
６ 原子力防災対策上の諸設備に関すること 

   ７ 緊急時に市，県及び国等が講じる対策の内容 
   ８ 緊急時に市民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 
   ９ 放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関すること 
    10 その他緊急時対応に関すること 
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  第第 1177 節節  防防災災訓訓練練等等のの実実施施   
  

  第第１１  訓訓練練計計画画のの策策定定 
第第２２  訓訓練練のの実実施施 
第第３３  実実践践的的なな訓訓練練のの実実施施とと事事後後評評価価 
第第４４  自自主主防防災災組組織織等等のの育育成成 

  

第第１１  訓訓練練計計画画のの策策定定 
   １ 要素別訓練等の企画立案 
     市は，国，県，原子力事業者等関係機関の支援のもと，以下に掲げる事項について防災活

動の要素ごと又は各要素を組み合わせた実施計画の企画立案を県と共同又は独自で行う。 
(1) 原子力災害対策本部等の設置運営訓練 
(2) 対策拠点施設への参集，立ち上げ，運営訓練 
(3) 緊急時通信連絡訓練 
(4) 緊急時モニタリング訓練 
(5) 緊急時被ばく医療訓練 
(6) 周辺住民に対する情報伝達訓練 
(7) 周辺住民避難訓練 
(8) 消防活動訓練・人命救助活動訓練 

２ 総合的な防災訓練の企画立案 
市は，原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第 13 条に基づき行う総合的な防災訓

練について，市が行うべき防災対策，複合災害や重大事故等を具体的に想定した詳細な訓練

シナリオを作成するなど，訓練の実施計画の企画立案に共同して参画する。 
 

第第２２  訓訓練練のの実実施施 
   １ 要素別訓練等の実施 
     市は，計画に基づき，国，県，原子力事業者等関係機関と連携し，防災活動の要素ごと又

は各要素を組み合わせた訓練を実施する。 
２ 総合的な防災訓練の実施 

市は，市民の協力を得て，国，県，原子力事業者等と共同して原災法第 13 条に基づく総合

的な防災訓練を実施する。    
                                           

第第３３  実実践践的的なな訓訓練練のの実実施施とと事事後後評評価価 
   １ 実践的な訓練 
     市は，訓練を実施するに当たり，原子力規制委員会，事業者の協力を受けて作成した，大

規模な自然災害等との複合災害や重大事故，全面緊急事態等を具体的に想定した詳細なシナ

リオに基づき，参加者に事前にシナリオを知らせない訓練，訓練開始時間を知らせずに行う

訓練，机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工夫や図上演習の方法論を

活用するなど，現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫する。 

－ 38 －



39 
 

２ 事後評価 
市は，訓練を実施するに当たり，当該訓練の目的，チェックすべき項目の設定を具体的に

定めて行う。 
また，訓練終了後，専門家による訓練評価において，改善点を明らかにし，必要に応じ，

訓練方法及び事後評価の方法の見直しを行うとともに，緊急時のマニュアルの作成，改定を

行い原子力防災体制の改善に取り組む。 
                                              
第第４４  自自主主防防災災組組織織等等のの育育成成 

１ 講習会の開催 
市は，自主防災組織のリーダーやボランティアなどが，避難の際の誘導員や要配慮者に対

する支援者となれるよう，講習会などを通じ育成するよう努める。 
   ２ パンフレットの配布 

市は，学校，病院，社会福祉施設，企業，観光客等多くの人が集まる施設の管理者に対し，

パンフレット等を配布し，留意すべき事項等も含め，原子力防災対策の基礎知識を周知徹底

する。 
   ３ 原子力防災訓練に係る自主防災組織等の協力 

市は，市民参加の原子力防災訓練を行う場合は，次の点について，自主防災組織，ボラン

ティア等の協力を得る。 
(1) 自主防災組織のリーダー，ボランティア等に対する避難方法の習熟，周知徹底 
(2) 要配慮者の避難方法の習熟，支援者の育成 

   ４ 地区防災計画の作成 
     自主防災組織をはじめとする地域住民等は，地域の実情にあわせた災害対策を行うため，

地区防災計画を作成する。 
     地区防災計画については平常時より評価・見直しを行い，継続して活用できるよう努める。 

５ 自主防災組織の活動内容 
    【平常時】 
     ア 要配慮者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 
     イ 日頃の備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及 
     ウ 情報収集・伝達，避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 
     エ 災害発生時における，行政や消防団など地域内との連絡手段や伝達事項等のマニュア

ルの策定及び再確認 
     オ 地区防災計画の作成・見直し 
    【発災時】 
     ア 情報の収集・伝達 
     イ 救出・救護の実施及び協力 
     ウ 集団避難の実施 
     エ 要配慮者の安全確保等 
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  第第 1188 節節  核核燃燃料料物物質質等等のの搬搬送送中中のの事事故故にに対対すするる対対応応   
    核燃料物質等の搬送の事故については，輸送がおこなわれる都度に経路が特定され，原子力

施設のように事故発生場所があらかじめ特定されてないこと等の輸送の特殊性に鑑み，原子力

事業者と国が主体的に防災対策を行うことで実効性があるとされている。こうした輸送の特殊

性を踏まえ，防災関係機関において次により対応する。 
 

  第第１１  消消防防機機関関のの対対応応 
    第第２２  警警察察機機関関のの対対応応 

第第３３  自自治治体体のの対対応応 
  

第第１１  消消防防機機関関のの対対応応 
    事故の通報を受けた最寄りの消防機関は，直ちにその旨を県原子力安全対策課に報告すると

ともに，事故の状況に応じ，消防職員の安全確保を図り，原子力事業者に協力して，消火，人

命救助，救急等必要な措置を実施する。 
                                              
第第２２  警警察察機機関関のの対対応応 
    事故の通報を受けた最寄りの警察機関は，事故の状況の把握に努めるとともに，事故の状況

に応じて，警察職員の安全確保を図り，原子力事業者に協力して，人命救助，避難誘導，交通

規制等必要な措置を実施する。 
                                              
第第３３  自自治治体体のの対対応応 
    県及び市は，事故の状況の把握に努めるとともに，国の指示に基づき又は独自の判断により，

事故周辺の住民避難等，一般公衆の安全を確保するために必要な措置を実施する。
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第３章 緊急事態応急対策 

第１節  基本方針 

第２節  情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保 

第３節  活動体制の確立 

第４節  屋内退避，広域避難等の防護活動 

第５節  治安の確保及び火災の予防 

第６節  飲食物の出荷制限，摂取制限等 

第７節  緊急輸送活動 

第８節  救助・救急，消火及び医療活動 

第９節  市民等への的確な情報伝達活動 

第 10 節 業務継続に係る措置 
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第３章 緊急事態応急対策 

                                              

  第第１１節節  基基本本方方針針   
    本章は，警戒事態，施設敷地緊急事態の通報があった場合の対応及び原災法第 15 条に基づき，

原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示したものであるが，これら

以外の場合であっても，原子力防災上必要と認められるときは，本章に示した対策に準じて対応

する。 
 

 

  第第２２節節  情情報報のの収収集集・・連連絡絡，，緊緊急急連連絡絡体体制制及及びび通通信信のの確確保保   
  

第第１１  警警戒戒事事態態等等発発生生のの情情報報等等のの連連絡絡 
    第第２２  応応急急対対策策活活動動情情報報のの連連絡絡 
    第第３３  一一般般回回線線がが使使用用ででききなないい場場合合のの対対処処 
    第第４４  放放射射性性物物質質又又はは放放射射線線のの影影響響のの早早期期把把握握ののたためめのの活活動動 
  

第第１１  警警戒戒事事態態等等発発生生のの情情報報等等のの連連絡絡 
   １ 原子力事業者からの警戒事態発生の通報があった場合 
    (1) 原子力事業者の原子力防災管理者は，原災法第 10 条に基づく通報事象には至っていない

ものの，その可能性がある場合又はそのおそれがある場合は，事故発生事業所の原子力防災

管理者は，直ちに，原災法第 10 条第１項の規定に基づく通報に準じ，次に掲げる事項につ

いて県（知事）をはじめ，所在・関係周辺市町村長，県警察本部長，消防機関，支援・研修

センター及び国の関係機関等に通報する。 
     ア 原子力事業所の名称及び場所 

イ 事故の発生箇所 
ウ 事故の発生時刻 
エ 事故の種類 
オ 検出された放射線量の状況，検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状態等 
カ その他事故の把握に参考となる情報 

(2) 原子力規制委員会は，警戒事態の発生及びその後の状況について，原子力規制委員会原子

力事故警戒本部から関係省庁及び県に対し情報提供を行う。 
特に，傷病者，入院患者，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦などの要配慮者につ

いては，避難に時間を要することなどから，ＰＡＺを含む市町村に対し，援護体制を迅速に

行えるよう連絡する。 
(3) 市は，原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について，関係する指定地方公共 

機関に連絡する。 
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２ 原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生の通報があった場合 
(1) 原子力事業者の原子力防災管理者は，施設敷地緊急事態発生後又は発生の通報を受けた場

合，直ちに市町村をはじめ官邸（内閣官房），原子力規制委員会，県，関係周辺都県，県警

察本部，所在市町村の消防機関，最寄りの海上保安部署，自衛隊，原子力防災専門官等に同

時に文章をＦＡＸで送付する。さらに，主要な機関等に対してはその着信を確認する。 
(2) 原子力規制委員会は，通報を受けた事象について，原子力緊急事態宣言を発出すべきか否 

かの判断を直ちに行い，事象の概要，事象の今後の進展の見通し等事故情報等について市町 
村をはじめ官邸（内閣官房），県及び県警察本部に連絡する。また，必要に応じＰＡＺを含

む市町村に対し，市民の避難準備を行うよう連絡する。 
    (3) 市は，原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について，関係する指定地方公共 

機関に連絡する。 
(4) 原子力保安検査官等現地に配置された国の職員は，施設敷地緊急事態発生後，直ちに現場

の状況等を確認し，その結果について速やかに原子力防災専門官に連絡する。 
また，原子力防災専門官は，収集した情報を整理し，ＵＰＺ内の市町村をはじめ国，県に

連絡する。 
 

 

 
 
 
 
 
  
第第２２  応応急急対対策策活活動動情情報報のの連連絡絡 
   １ 施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報，被害状況等の連絡 
    (1) 原子力事業者は，市町村をはじめ官邸（内閣官房），原子力規制委員会，県，県警察本部，

所在市町村の消防機関，最寄りの海上保安部署，原子力防災専門官等に施設の状況，原子力

事業者の応急対策活動の状況及び事故対策本部設置の状況，被害の状況等を定期的に文書に

より連絡することとし，さらに，関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連

絡する。 
(2) 市は，原子力規制委員会（原子力防災専門官を含む）から情報を得るとともに，原子力事

業者等から連絡を受けた事項，自ら行う応急対策活動状況等を随時，連絡するなど，相互の

連絡を密にする。 
(3) 市は，指定地方公共機関との間において，原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事

項，自ら行う応急対策活動の状況等を随時，連絡するなど，連絡を密にする。 
(4) 市及び県は，各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を密にする。 
(5) 市は，国の現地事故連絡会議との連携を密にする。 

 

放射線監視における異常検知時に知事の行う連絡 
県は，施設敷地緊急事態発生事業所から事故の通報がない場合において，空間線量率

を測定する固定観測局において５μＳｖ/時以上の空間線量率の数値を発見した時は，直

ちに原子力防災専門官，上席放射線防災専門官及び支援・研修センターに連絡するとと

もに，関係する原子力事業所に対し事実関係，事故状況等を確認する。 
 また，その結果については，当該事業所の所在・関係市町村長に連絡するとともに，

ＵＰＺ圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し，必要に応じて連絡する。 
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２ 原子力緊急事態宣言における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報，被害情報 
等の連絡） 
(1) 原子力規制委員会は，全面緊急事態が発生したと判断した場合は，直ちに指定行政機関，

関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行う。 
市は，国の現地対策本部，指定公共機関，県，指定地方公共機関及び原子力事業者その他

関係機関とともに，オフサイトセンターにおいて，施設の状況の把握，モニタリング情報の

把握，医療関係情報の把握，広域避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員

を配置することにより，常時，継続的に必要な情報を共有するとともに，各々が行う緊急事

態応急対策について，必要な調整を行う。 
(2) 市は，オフサイトセンターの各機能班等に対し，市が行う緊急事態応急対策活動の状況，

被害の状況等に関する情報を随時，連絡する。 
    (3) 原子力防災専門官は，オフサイトセンターにおいて，必要な情報の収集・整理を行うとと

もに，緊急事態応急対策実施区域に係る市町村及び県をはじめ原子力事業者，関係機関等の

間の連絡・調整等を引き続き行う。 
                                              
第第３３  一一般般回回線線がが使使用用ででききなないい場場合合のの対対処処 
    市は，地震や津波等の影響に伴い，一般回線が使用できない場合は，衛星通信回線及び災害情

報システムを活用し，近隣市町村との情報収集・連絡を密に行う。 
                                              
第第４４  放放射射性性物物質質又又はは放放射射線線のの影影響響のの早早期期把把握握ののたためめのの活活動動 
    市は，国，県，原子力事業者及び関係指定公共機関等が連携して実施する緊急時モニタリング

に関し，職員を派遣するなど協力する。 
また，オフサイトセンターに派遣した職員を通じて，屋内退避，広域避難，飲食物の摂取制限

等の各種防護対策に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努めるものとする。 
 
 

  第第３３節節  活活動動体体制制のの確確立立   
  
  第第１１  動動員員体体制制 
  第第２２  段段階階的的なな原原子子力力事事故故対対応応 
    第第３３  事事故故対対策策ののたためめのの警警戒戒態態勢勢 
    第第４４  原原子子力力災災害害対対策策本本部部のの設設置置等等 
    第第５５  原原子子力力災災害害合合同同対対策策協協議議会会へへのの出出席席等等 
    第第６６  専専門門家家のの派派遣遣要要請請 
    第第７７  応応援援要要請請及及びび職職員員のの派派遣遣要要請請等等 
    第第８８  自自衛衛隊隊のの派派遣遣要要請請等等 
    第第９９  原原子子力力災災害害被被災災者者生生活活支支援援チチーームムととのの連連携携 
    第第 1100  防防災災業業務務関関係係者者のの安安全全確確保保 

－ 43 －



44 
 

  

第第１１  動動員員体体制制 
    職員の動員配備の基準は，下表によるものとする。 

配 備 基 準 配 備 体 制 動 員注） 

フフェェーーズズ１１ 
・環境への有意な放射性物質等の放出がない

事故・トラブル 
連連絡絡配配備備 防災・危機管理課 

職員 

フフェェーーズズ２２ 

・環境への有意な放射性物質等の放出があ

り，県又は事業者のモニタリングステーショ

ン，モニタリングポストにおいて，空間線量

率が 0.5μSv/h 未満の事故・トラブル 

原原子子力力 
災災害害情情報報連連絡絡会会議議 

原子力 
災害情報連絡会議の

構成員 

フフェェーーズズ３３ 

・環境への有意な放射性物質等の放出があ

り，県又は事業者のモニタリングステーショ

ン，モニタリングポストにおいて，空間線量

率が 0.5μSv/h 以上，５μSv/h 未満の事故・

トラブル 
 

・副市長が原子力災害警戒本部の設置を必要

と認めたとき 

原原子子力力 
災災害害警警戒戒本本部部 

原子力 
災害警戒本部の 
構成員 
 

事務局機能班の 
構成員 

フフェェーーズズ４４ 

・環境への有意な放射性物質等の放出があ

り，県又は事業者のモニタリングステーショ

ン，モニタリングポストにおいて，空間線量

率が５μSv/h 以上（１地点） 
 

・原災法第 10 条に基づく通報があった事故 
 

・市長が原子力災害対策本部の設置を必要と

認めたとき 

原原子子力力 
災災害害対対策策本本部部 

原子力 
災害対策本部の 
構成員 
 

事務局機能班の 
構成員 
 

各部職員の 
50～80％ 
 

避難所指定動員 
(職員 150 名規模) 

フフェェーーズズ５５ 

・環境への有意な放射性物質等の放出があ

り，県又は事業者のモニタリングステーショ

ン，モニタリングポストにおいて，空間線量

率が 500μSv/h 以上の事故 
 

・原災法第 15 条に該当する事故 

原子力 
災害対策本部の 
構成員 
 

全職員 

注）職員の動員については，災害状況の推移に応じて，適宜配備数を増減し，効率的・効果的な対策を

講ずることとする。各部・課では，指定された職員数を送り出せるよう，準備しておくこと。 
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第第２２  段段階階的的なな原原子子力力事事故故対対応応 
    市は，原子力災害対策に当たり，原災法の対象となる事故だけでなく，それ以外の事故・トラ

ブル等（以下，「特定事象に該当しない事故」という。）が発生した場合においても，状況を迅速

に把握し，市民に対して的確な情報提供，注意喚起を行うなど，きめ細かな対応を図る。 
このため，発生した事故・トラブル等に対し，その状況に応じて段階毎に分類し，それぞれに

応じた対応を図る。 
対応に当たっては，放射線量だけでなく，その時々の市民不安の状況等も考慮して，県及び関

係市町村と情報を共有しつつ，柔軟に対応策を決定し，市民の不安・動揺を少しでも緩和すると

ともに，必要な対応や体制に円滑に移行できるように備える。 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   １ フェーズ１  
     環境への有意な放射性物質の放出がない事故・トラブル 

この場合には，市は，原子力施設等の事故・故障等の状況，原因，それに対する措置，環境

への影響等の情報収集を行う。市民への広報に関しては，基本的には行わない。 
ただし，報道の反響，市民からの問合せ状況等を勘案し，広報を行う必要がある場合には，

県等にデータ提供等の協力を依頼する。 
 

   【本市の主な対応】 
 

 
      
 

原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書（抜粋） 
（事故・故障等の連絡等） 
第 17 条 丁（「原子力事業者」）は，自己の原子力施設等において，次の各号に掲げる事故・

故障等が発生したときは，甲（「茨城県」），乙（「所在市町村」）及び丙（「隣接市町村」）に

対し，その旨を直ちに連絡するとともに，その状況，原因，それに対する措置，環境への

影響等について速やかに報告するものとする。 
(1) 放射性物質等が異常に漏えいしたとき。 
(2) 放射線業務従事者等について，別に定める線量を超え，又は超えるおそれのある被ばく

があったとき。 
(3) 原子力施設に重大な故障があったとき。 
(4) 事業所敷地内において火災があったとき。 
(5) 核燃料輸送物及び放射性輸送物等の輸送中に事故があったとき。 
(6) 核燃料物質及び核原料物質並びに放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。 
(7) 前各号のほか，原子力施設に関し人の障害（放射線障害以外の障害であって別に定める

ものを除く。）が発生し，又は発生するおそれがあるとき。 

(1) 環境放射線の固定観測施設における観測データ等の確認 
(2) 県原子力安全対策課及び事故事業所と連絡 
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   ２ フェーズ２  
     環境への有意な放射性物質等の放出があり，県又は事業者のモニタリングステーション，モ

ニタリングポストにおいて，空間線量率が 0.5μSv/h 未満の事故・トラブル又は原子力施設周

辺の安全確保及び環境保全に関する協定書第 17 条第１項第１号，第４号，第５号に該当する

事故・トラブル及び状況から放射性物質の環境への有意な放出は考えにくいが，発災場所等か

ら環境へ放出された放射線量の状況把握がすぐに出来ないもの（環境への放射性物質の放出状

況や市長・副市長の判断に応じて，フェーズ３，４，５の対応へ移行する）。 
この場合には，市民協働部長が「原子力災害情報連絡会議」構成員を招集し，原子力施設等

の事故・故障等の状況，原因，それに対する措置，環境への影響等の情報や今後の市の対応な

どを共有するとともに，市民広報を実施する。 
「原子力災害情報連絡会議」は，市民協働部長が招集し，構成員は，資料 13 のとおりとす

る。 
 
   【本市の主な対応】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ３ フェーズ３  
     環境への有意な放射性物質等の放出があり，県又は事業者のモニタリングステーション，モ

ニタリングポストにおいて，空間線量率が 0.5μSv/h 以上，５μSv/h 未満の事故・トラブル又

は原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書第 17 条第１項第１号，第４号，第

５号に該当する事故・トラブル及び状況から放射性物質の環境への有意な放出が考えられるが，

発災場所等から環境へ放出された放射線量の状況把握がすぐに出来ないもの（環境への放射性 
物質の放出状況や市長の判断に応じて，フェーズ４，５の対応へ移行する）。 
この場合には，主管副市長が「原子力災害警戒本部」を招集し，原子力施設等の事故・故障

等の状況，原因，それに対する措置，環境への影響等について，報告するとともに，今後の市

の対策を検討し，実施する。 
「原子力災害警戒本部」は，主管副市長が招集し，構成員は，資料 14 のとおりとする。 
また，市民への注意喚起のための広報を実施するとともに，市民総合相談窓口を設置する。 
 

(1) 環境放射線の固定観測施設における観測データ等の確認・監視強化 
(2) 県原子力安全対策課及び事故事業所と連絡 
(3) 気象情報等の確認 
(4) 市ホームページ，メール配信，水戸コミュニティ放送等を活用し，広く市民に広報 
≪広報内容≫ 
 ①事故を起こした施設及びその場所 
②事故概要 
③放射性物質の放出及び水戸市の環境への影響 

(5) 報道機関の対応 
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   【本市の主な対応】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ４ フェーズ４  
     環境への有意な放射性物質等の放出があり，県又は事業者のモニタリングステーション，モ

ニタリングポストにおいて，空間線量率が５μSv/h 以上（１地点）又は原子力災害対策特別措

置法第 10 条に基づく通報があった事故。 
この場合には，市長は「原子力災害対策本部」を招集し，原子力施設等の事故・故障等の状

況，原因，それに対する措置，水戸市の環境への影響等について，報告するとともに，今後の

市の対策を検討し，実施する。 
「原子力災害対策本部」は，市長が招集し，構成員は，資料 12 のとおりとする。 
また，市民への注意喚起のための広報を実施するとともに，市民総合相談窓口を設置する。 
国は，県と協力して「緊急時モニタリングセンター」を設置し，緊急時モニタリングを実施

するとともに，県は「緊急医療センター」を設置する。 
 
   【本市の主な対応】 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(1) 環境放射線等の情報収集 
・固定観測施設における観測データ 
・環境放射線モニタリング調査結果 

(2) 県原子力安全対策課，事故事業所，周辺市町村等との連絡 
(3) 気象情報等の確認 
(4) オフサイトセンターの国の現地事故対策連絡会議への職員の派遣 
(5) 原子力資機材等の総点検，準備及び配備 
(6) 安定ヨウ素剤の配布に伴う職員動員 
(7) 各避難所責任者への連絡及び開設に伴う職員動員 

(1) 環境放射線の固定観測施設における観測データ等の確認・監視強化 
(2) 県原子力安全対策課及び事故事業所と連絡 
(3) 気象情報等の確認 
(4) 市ホームページ，メール配信，防災行政無線，水戸コミュニティ放送，広報車等を活用

し，広く市民に広報 
≪広報内容≫  
①事故を起こした施設及びその場所 
②事故概要 
③放射性物質の放出及び水戸市の環境への影響 
④注意喚起 
⑤市民総合相談窓口の連絡先 

(5) 要配慮者の配慮 
(6) 市民相談窓口の設置 
(7) 原子力資機材等の総点検 
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   ５ フェーズ５  
     環境への有意な放射性物質等の放出があり，県又は事業者のモニタリングステーション，モ

ニタリングポストにおいて，空間線量率が 500μSv/h 以上の事故又は原災法第 15 条に基づく

全面緊急事態に該当する事故。 
この場合には，市長は，迅速な市民への広報を心掛けるとともに，「原子力災害対策本部」

を招集し，原子力施設等の事故・故障等の状況，原因，それに対する措置，水戸市の環境への

影響等について，報告するとともに，避難指示，安定ヨウ素剤の服用，広域避難など今後の市

の対策を検討し，実施する。 
「原子力災害対策本部」は，市長が招集し，構成員は，資料 12 のとおりとする。 
また，市民総合相談窓口を設置する。 
市民への広報は，特に市民に対して注意喚起する重要性が高いことから，情報提供を迅速か

つ確実に行うため，報道機関に対しても，できる限り同じ内容を報道するよう依頼する。 
                                              
   【本市の主な対応】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 環境放射線等の情報収集 
・固定観測施設における観測データ 
・環境放射線モニタリング調査結果 

(2) 県原子力安全対策課，事故事業所，周辺市町村等との連絡 
(3) 気象情報等の確認 
(4) オフサイトセンターの原子力災害対策合同協議会への職員の派遣 
(5) 避難指示，市外避難対応 
(6) 原子力資機材等の配備 
(7) 安定ヨウ素剤の配布 
(8) 各避難所の開設 

 (8) 市ホームページ，メール配信，防災行政無線，水戸コミュニティ放送，広報車等を活

用し，広く市民に広報 
≪広報内容≫  

①事故を起こした施設及びその場所 
②事故概要 
③放射性物質の放出及び水戸市の環境への影響 
④注意喚起 
⑤市民総合相談窓口の連絡先 

(9) 要配慮者の配慮 
(10)市民総合相談窓口の設置 
(11)報道機関の対応 
( )広域避難 準備
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第第３３  事事故故対対策策ののたためめのの警警戒戒態態勢勢 
   １ 警戒態勢 
     市は，警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合，速やかに職員の非常参集，

情報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに，国，県及び原子力事業者等関係機

関と緊密な連携を図り，警戒態勢をとる。 
２ 情報の収集 

     市は，警戒事態又は施設敷地緊急事態の通報を受けた場合，原子力防災専門官，原子力事業

者等から情報等を得るなど国との連携を図り，事故の状況の把握に努める。 
   ３ 現地事故対策連絡会議等への職員の派遣 

国が現地事故対策連絡会議等をオフサイトセンターにて開催し，これに市の職員の派遣要請

があった場合には，あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣する。 
４ 国等との情報の共有等 

市は，派遣された職員に対し，市が行う応急対策の状況，緊急事態応急対策の準備状況等に

ついて随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連絡・調整，情報の共有を行う。 
５ 警戒態勢の解除 

    (1) 原子力施設の事故が終結し，災害応急対策が完了した又は対策の必要が無くなったとき。 
(2) 原子力災害対策本部が設置されたとき。 

                                              
第第４４  原原子子力力災災害害対対策策本本部部のの設設置置等等 
   １ 原子力災害対策本部の設置 

 市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は全面緊急事態に該当する事

故の場合は，あらかじめ定められた場所に市長を本部長とする原子力災害対策本部を設置す

る。 
２ 原子力災害対策本部の廃止基準 

(9) 市ホームページ，メール配信，防災行政無線，水戸コミュニティ放送，広報車等を活用

し，広く市民に広報 
≪広報内容≫ 
 ①事故を起こした施設及びその場所 
②事故概要 
③放射性物質の放出及び水戸市の環境への影響 
④注意喚起 
⑤市民総合相談窓口の連絡先 

(10)要配慮者の対応 
(11)市民総合相談窓口の設置 
(12)報道機関の対応 
(13)放射性物質の放出後，数時間内を目途に区域を特定し，広域避難等を実施 

－ 49 －



50 
 

    (1) 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 
(2) 災害対策本部長が，原子力施設の事故が終結し，災害応急対策が完了した又は対策の必要

がなくなったと認めたとき。 
３ 他の災害対策本部等との連携 

各災害に対応する対策本部がそれぞれ別に設置された場合は，重複する要員の所在調整，

情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣，合同会議の開催等に努める。 
 

第第５５  原原子子力力災災害害合合同同対対策策協協議議会会へへのの出出席席等等 
    原子力緊急宣言が発出され，オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策協議会が組織さ

れることとなった場合は，市は，あらかじめ定められた責任ある判断を行える者を出席させ，原

子力緊急事態に関する情報を交換し，緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行う。 
また，市は，あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣し，初動の緊急避難にお

ける周辺地域での活動体制を確立するとともに，施設の状況の把握，モニタリング状況の把握，

医療関係情報の把握，広域避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させる。 
                                              
第第６６  専専門門家家のの派派遣遣要要請請 
    市長は，施設敷地緊急事態の通報がなされた場合，必要に応じ，国に対して専門家の派遣を要

請する。 
                                              
第第７７  応応援援要要請請及及びび職職員員のの派派遣遣要要請請等等 
   １ 応援要請 
     市長は，必要に応じ，あらかじめ締結された応援協定等に基づき，他市町村等に対し速やか 
    に応援要請を行う。 

市は，消防機関と協議し，必要に応じ，県に対し緊急消防援助隊の出動を要請する。 
２ 職員の派遣要請等 
 市長は，緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは，指定地方行

政機関又は指定行政機関の長に対し，職員の派遣を要請するとともに，放射線による人体の障

害の予防，診断及び治療に関する助言その他の必要な援助を求める。 
また，内閣総理大臣又は知事に対し，指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣につ

いて斡旋を求める。 
                                           
第第８８  自自衛衛隊隊のの派派遣遣要要請請等等 
    市長は，自衛隊の派遣要請の必要があると認める場合は，知事に対し派遣を要請する。 
    また，市長は，自衛隊による支援の必要がなくなったと認めるときには，速やかに知事に対し，

撤収を要請する。 
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第第９９  原原子子力力災災害害被被災災者者生生活活支支援援チチーームムととのの連連携携 
    市は，緊急避難完了後の段階において，国が設置する原子力災害被災者支援チームと連携し，

避難区域等の設定・見直し（計画的避難の実施や一時立入業務を含む），子供等をはじめとする

健康管理調査等の推進，環境モニタリングの総合的な推進，汚染廃棄物の処理や除染等の推進を

行う。 
                                              
第第 1100  防防災災業業務務関関係係者者のの安安全全確確保保 
    市は，緊急事態応急対策に従事する防災業務関係者の安全確保を図る。 
   １ 防災業務関係者の安全確保方針 
     市は，防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には，原子力災害対

策本部及び現場指揮者との連携を密にし，適切な被ばく管理を行うとともに，災害特有の異常

心理下での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意する。 
     また，二次災害発生の防止に万全を期するため，被ばくする可能性のある環境下で作業する

場合の防災業務従事者相互の安全チェック体制を整えるなど安全管理に配意する。 
   ２ 防護対策 
    (1) 市は，必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し，防護服，防護マスク，線量計等の

防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する。 
(2) 市は，県やその他防災関係機関に対して，必要に応じ，防護服，防護マスク，線量計及び

安定ヨウ素剤等の防護資機材の調達の協力を要請する。 
３ 防災業務関係者の放射線防護 
(1) 防災業務関係者の放射線防護については，あらかじめ定められた緊急時の防災関係者の放

射線防護に係る基準に基づき行う。 
    (2) 市は，県と連携又は独自に，職員の被ばく管理を行うものとする。 
    (3) 市の放射線防護を担う班は，必要に応じ，県など関係機関に対し，除染等の医療措置を要

請する。 
    (4) 市は，応急対策活動を行う市の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保する。 
    (5) 市は，応急対策を行う職員等の安全確保のため，オフサイトセンターにおいて，国，県及 

び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行う。 
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  第第４４節節  屋屋内内退退避避，，広広域域避避難難等等のの防防護護活活動動   
※本節の避難計画の詳細化等や安定ヨウ素剤の配布の具体化については，今後の原子力規制委員会の検討結果や 
 県の地域防災計画の改定等を踏まえ，追記する。 

  

  第第１１  屋屋内内退退避避，，広広域域避避難難等等のの防防護護活活動動のの実実施施 
    第第２２  避避難難所所 
    第第３３  広広域域一一時時滞滞在在 

第第４４  安安定定ヨヨウウ素素剤剤のの予予防防服服用用 
第第５５  要要配配慮慮者者等等へへのの対対策策 

    第第６６  学学校校等等施施設設ににおおけけるる避避難難措措置置 
    第第７７  不不特特定定多多数数のの者者がが利利用用すするる施施設設ににおおけけるる避避難難措措置置 
    第第８８  警警戒戒区区域域のの設設定定，，避避難難指指示示のの実実効効性性をを上上げげるるたためめのの措措置置 
    第第９９  飲飲食食物物，，生生活活必必需需品品等等のの供供給給 
  

第第１１  屋屋内内退退避避，，広広域域避避難難等等のの防防護護活活動動のの実実施施 
    市は，原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき，屋内退避，広域避難等の防護 

活動を実施する。 
   １ 屋内退避・広域避難等の基準 

放射性物質が環境中に放出された後の防護措置は，下記の基準により「屋内退避」，「避難」

又は「一時移転」の防護措置を講ずる。 

基基準準のの種種類類 基基準準のの概概要要 初初期期設設定定値値  注注１１）） 防防護護措措置置のの概概要要 

OOIILL11 

地表面からの放射線，再

浮遊した放射性物質の

吸入，不注意な経口摂取

による被ばく影響を防

止するため，市民等を数

時間内に避難や屋内退

避等させるための基準 

500μSv/h 
 

（地上１ｍで計測した場

合の空間放射線量率注２）） 
 

数時間内を目途に区域を

特定し，避難等を実施 
(移動が困難な者の一時

屋内退避を含む。） 

OOIILL22 

地表面からの放射線，再

浮遊した放射性物質の

吸入，不注意な経口摂取

による被ばく影響を防

止するため，地域生産物

注３）の摂取を制限すると

ともに，市民等を 1 週間

程度内に一時移転させ

るための基準 

20μSv/h 
 

（地上１ｍで計測した場

合の空間放射線量率注２）） 
 

１日内を目途に区域を特

定し，地域生産物の摂取

を制限するとともに， 
１週間程度内に一時移転

を実施 
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注１）「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり，地上沈着した放射性核種組 

成が明確になった時点で必要な場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 
注２）本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては，空間

放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して，     

判断基準の値を補正する必要がある。 
   注３）「地域生産物」とは，放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品

であって，数週間以内に消費されるもの（例えば野菜，該当地域の牧草を食べた牛の乳）を

いう。 
   ２ 原子力発電所の場合 
    (1) 市は，全面緊急事態発生時には，国，県の指示等又は独自の判断により，原則としてＵＰ

Ｚ内における緊急的防護措置（屋内退避）を行うこととし，市民等にその旨を伝達する。 
      また，市は，事態進展が急速であるとして，国から避難等の予防的防護措置を講じるよう

指示された場合，緊急時モニタリング結果及び原子力災害対策指針を踏まえた国の指導・助

言，指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき，原子力災害対策指針の指標を超え，

若しくは超えるおそれがあると認められる場合は，市民等に対する屋内退避，避難のための

立ち退きの勧告又は指示の連絡，確認等必要な緊急事態応急対策を実施するとともに，広域

避難の支援が必要な場合には，県と連携し国に要請する。 
なお，市長は，指示案を伝達された場合には，当該指示案に対して速やかに意見を述べる。 

(2) 市は，市民等の避難誘導に当たっては，県と協力し，市民等に向けて，避難先や避難退域

時検査の場所，災害の概要，その他の避難に資する情報を提供する。 
      また，市は，これらの情報について，国及び県に対しても情報提供する。 

(3) 市は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は，県と協力し，戸別訪問，

避難所における確認等を行い，市民等の避難状況を確認する。 
また，避難状況の確認結果については，国及び県に対しても情報提供する。 

    (4) 市の区域を越えて避難等を行う必要が生じた場合は，国の協力のもと，県が受入先の市町

村に対し，収容施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指示する。この場合，

県は，受入先の市町村と協議のうえ，要避難区域の市町村に対し避難所等となる施設を示す。 
３ 原子力発電所以外の原子力施設の場合 

(1) 市は，原子力緊急事態宣言が発出された場合において，国，県の指示等又は独自の判断に

より，市民等に対する屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示の連絡，確認等必

要な緊急事態応急対策を実施するとともに，広域避難の支援が必要な場合には，県と連携し

国に要請する。 
(2) 市は，市民等の避難誘導に当たっては，県と協力し，避難所の所在，災害の概要その他の

避難に資する情報を提供するものとする。 
    (3) 市は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は，県と協力し，戸別訪問，

避難所における確認等を行い，市民等の避難状況を確認するものとする。 
(4) 市の区域を越えて避難等を行う必要が生じた場合は，県が受入先の市町村に対し，収容施

設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指示する。この場合，県は受入先の市
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町村と協議のうえ，要避難区域の市町村に対し避難所等となる施設を示すこととされている。 
４ 屋内退避・広域避難等の実施方法 
(1) 自宅等への屋内退避の実施方法 

市は，防護対策実施区域内の市民に対し，自宅等の屋内に退避し，窓を閉めるなどの必要

な指示を行う。 
また，情報発信に当たっては，状況に応じた対処方法について，分かりやすく市民に広報

する。                                
(2) 広域避難の実施方法 
ア 避難所等への移動 

市は，広域避難対象地域の住民に対し，「避難計画等の基本型」などであらかじめ指定

した次の施設に移動するよう指示する。 
また，移動に際し，携行品を最小限にとどめるよう指示する。 

(ア)各地区毎の住民のための避難所 
(イ) 避難所に徒歩で移動することが困難な地域の住民のための集合場所 

イ 留意事項 
(ア) 市は，広域避難の措置を講じるにあたっては，乳幼児，児童，妊婦及びその付添人を

優先する。 
(イ) 市は，要配慮者に十分配慮し，徒歩又は自家用車による避難が困難な場合は手配した

車両により搬送する。 
(ウ) 市は，避難者等の搬送の車両が不足する場合には，県に対し応援を要請するものとす

る。 
(エ) 市は，広域避難先の避難所等に職員を派遣するとともに，関係機関，自主防災組織等

の協力を得て，市民に対する避難所等への移動の指示，誘導，避難所等への搬送の乗車

割当等の業務を円滑，迅速に行う。 
(オ) 市は，学校，病院等の規模の大きな施設において広域避難を実施する場合は，当該施

設の管理者及び関係機関との連絡を密にし，迅速かつ適切に行われるよう配慮する。 
(カ) 市は，自主防災組織等の協力を得て，避難所等における市民等の収容・保護及び避難

所等の運営・管理を行うとともに，避難者に係る情報の早期発見に努め，県に報告する。 
(キ) 市は，市民に避難方法や避難先などの情報をあらゆる手段を活用し発信する。 
(ク) 市は，避難者の安否確認（行方不明者等）に関する照会に対して，関係機関と連携し，

行方不明者等の個人情報の取扱いに配慮し，可能な限り速やかに回答する。 
第第２２  避避難難所所 
   １ 避難所の開設 
     市は，県と連携し，開設避難所等の広報を行い，市民等に周知徹底を図る。 

また，必要があれば，あらかじめ指定された施設以外の施設についても，災害に対する安全 
性を確認の上，管理者の同意を得て避難所として開設する。 

２ 避難者の報告 
市は，県と連携し，それぞれの避難所に収容されている避難者に係る情報の早期把握に努め，
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国等への報告を行う。 
また，民生委員・児童委員，介護保険事業者，障害福祉サービス事業者等は，要配慮者の居

場所や安否確認に努め，把握した情報について県及び市に提供する。 
３ 避難所の環境整備 

市は，避難所における生活環境が，常に良好なものであるよう努める。そのため，食事供与

の状況，トイレの設置状況等の把握に努め，必要に応じ，仮設トイレを早期に設置するととも

に，被災地の衛生状態の保持のため，清掃，し尿処理，生活ごみの収集処理等についても必要

な措置を講じる。 
また，避難の長期化等に応じて，プライバシーの確保状況，簡易ベッド等の活用状況，入浴

施設設置の有無及び利用頻度，洗濯等の頻度，医師，保健師，看護師，管理栄養士等による巡

回の頻度，暑さ・寒さ対策の必要性，食糧の確保，配食等の状況，ごみ処理の状況など，避難

者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め，必要な措置を講じる。 
また，市は，県及び関係機関の支援のもと，避難所の施設に近接した場所に愛玩動物を受け 

入れられるよう配慮する。 
   ４ 避難所の心のケア対策等 

市は，避難所における被災者が，生活環境の激変に伴い，心身双方の健康に不調を来す可能

性が高いため，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，被災者の健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行う。 
特に，傷病者，入院患者，高齢者，障害者，子ども等の要配慮者の心身双方の健康状態には，

特段の配慮を行い，必要に応じ福祉避難所での受入れ，介護職員等の派遣，車椅子等の手配等

を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得て，計画的に実施するとともに，保健師等によ

る巡回健康相談等を実施する。 
５ 避難所における要配慮者等への配慮 
  市は，避難所を運営するに当たり，高齢者等の要配慮者や多様化する市民ニーズ等を踏まえ，

男性，女性，性的マイノリティの方の視点を十分に配慮する。 
  例）専用の物干し場，更衣室，授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布，避

難所における安全性の確保等 
６ 避難所における感染症対策 

市は，避難所における感染症の発生を防止するため，国のガンドラインや県の「避難所感染

症対策の手引き」等に基づき，居室の換気や定期的な消毒等を行うなど，避難所における感染

症予防対策を講じる。  
    ※ 新型コロナウイルス感染症の流行が収まるまでは，国が策定した「新型コロナウイルス感

染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン」，「新型コロナウイルス感染拡大を

踏まえた感染症流行下での原子力災害時における防護措置の実施ガイドライン」に基づき，

感染症対策を講じる。 
 

 

                                             

－ 55 －



56 
 

第第３３  広広域域一一時時滞滞在在 
   １ 他の市町村，都道府県への避難 
     市は，災害の規模，被災者の避難，収容状況，避難の長期化等に鑑み，管轄する区域外への

広域的な避難及び避難所，応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において，県

内の他の市町村への避難について当該市町村と直接協議し，他の都道府県の市町村への避難に

ついては，県に対し，当該他の都道府県との協議を求める。 
   ２ 県への要請 

市は，県に対し，必要に応じて，避難先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体に

おける被災住民の受入能力（施設数，施設概要等）等，広域一時滞在について助言を要請する。 
   
第第４４  安安定定ヨヨウウ素素剤剤のの予予防防服服用用 
    市は，原子力災害対策指針を踏まえ，国が決定した方針に従い，安定ヨウ素剤の予防服用に係

る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には，直ちに服用対象

の避難者等が安定ヨウ素剤を服用できるよう，服用に当たっての注意を払った上で，服用するべ

き時期及び服用の方法の指示，医師・薬剤師の確保等その他の必要な措置を講じる。 
 

第第５５  要要配配慮慮者者等等へへのの対対策策 
   １ 要配慮者等への配慮 
     市は，県及び関係機関と連携し，要配慮者及び一時滞在者が避難中や避難所生活において健

康状態を悪化させないこと等に十分配慮し，避難所での健康状態の把握，福祉施設職員等の応

援体制，応急仮設住宅への優先的入居，高齢者，障害者向け応急仮設住宅の設置等に努める。 
また，要配慮者等に向けた情報についても提供に努める。 

   ２ 要配慮者・避難行動要支援者に対する安全確保対策 
     災害時に自力で避難が困難になる，高齢者や障害者等の要配慮者に対し，避難誘導，安否確

認，救助活動，搬送，情報提供，保健・福祉巡回サービスの実施，相談窓口の開設等あらゆる

段階で要配慮者の実情に応じた配慮を行い，安全確保を図るとともに，必要な救助を行う。 
    (1) 安否確認，支援活動 

災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿を活用し，避難支援等関係者及びボランテ

ィア組織等の協力を得て，居宅に取り残された避難行動要支援者の安否確認を実施する。 
また，あらかじめ定める避難の情報に関する伝達マニュアルや避難支援個別計画に基づく

適切な避難支援を実施する。 
     ア 避難行動要支援者への安否確認 
       市及び避難支援等関係者は，災害が発生し，又は発生する恐れがある場合に，避難行動

要支援者名簿の情報等を活用し，迅速な安否確認に努める。 
     なお，平常時における名簿情報の提供に同意した者以外の避難行動要支援者については，

市長が特に必要と認める場合において，名簿情報を避難支援等関係者に提供する。 
イ 避難行動要支援者への支援活動 

       避難支援等関係者は，避難行動要支援者の安否確認を行った際には，地域の防災活動拠
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点施設である市民センターにその情報を集約する。 
       また，市及び避難支援等関係者は，市民センターに集約された安否確認等の情報や避難

支援個別計画を活用し，支援活動を実施する。 
ウ 搬送体制の確保 

       避難行動要支援者の搬送は，避難支援等関係者等の協力を得るとともに，市有自動車，

社会福祉施設所有自動車及び搬送等に係る災害協定締結団体等の所有自動車により行う。 
       また，これらが確保できない場合，県等が確保した輸送車両により，避難行動要支援者

の搬送活動を行う。 
     エ 要配慮者の状況調査及び情報の提供 
       市は，民生委員，ホームヘルパー，点訳・朗読・手話・要約筆記の奉仕員及びボランテ

ィア等の協力を得てチームを編成し，住宅や避難所等で生活する要配慮者に対するニーズ

把握など，状況調査を実施するとともに，保健・福祉サービス等の情報を随時提供する。 
     オ 食糧，飲料水及び生活必需品等の確保並びに配布を行う際の要配慮者への配慮 

市は，要配慮者に配慮した食糧，飲料水，生活必需品等を確保する。 
なお，市は，福祉避難所の食糧品の提供に当たっては，メニューの多様化，栄養バラン

スの確保に留意し，食事療法を必要とする内部障害者や食物アレルギーがある者などへ配

慮する。また，配布場所や配布時間を別に設けるなど要配慮者に配慮した配布を行う。 
カ 保健・医療・福祉巡回サービス 

市は，医師，民生委員，ホームヘルパー，保健師など地域ケアシステムの在宅ケアチー

ム員等によりチームを編成し，在宅，避難所等で生活する要配慮者に対し，巡回により介

護サービス，メンタルケアなど各種保健・医療・福祉サービスを実施する。 
     キ 保健・医療・福祉相談窓口の開設 
       市は，災害発生後，直ちに保健・医療・福祉相談窓口を開設し，総合的な相談に応じる。 
   ２ 病院等医療機関における避難措置 

病院等医療機関は，原子力災害が発生し，避難指示等があった場合は，あらかじめ定めた避

難計画等に基づき，医師，看護師，職員の指示・引率のもと，迅速かつ安全に，入院患者，外

来患者，見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させる。 
３ 社会福祉施設における避難措置 

社会福祉施設は，原子力災害が発生し，避難指示等があった場合は，あらかじめ定めた避難

計画等に基づき，職員の指示のもと，迅速かつ安全に，入所者又は利用者を避難させる。 
                                              
第第６６  学学校校等等施施設設ににおおけけるる避避難難措措置置 
    学校等施設において，生徒等の在校時に原子力災害が発生した場合は，あらかじめ定めた避難

計画等に基づき，教職員引率のもと，迅速かつ安全に生徒等を避難させる。 
また，生徒等を避難させた場合及びあらかじめ定めたルールに基づき，生徒等を保護者へ引き

渡した場合は，県又は市に対し速やかにその旨を連絡する。 
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第第７７  不不特特定定多多数数のの者者がが利利用用すするる施施設設ににおおけけるる避避難難措措置置 
    地下街，劇場等の興行場，駅，その他の不特定多数の者が利用する施設において，原子力災害

が発生し避難指示等があった場合は，あらかじめ定めた避難計画等に基づき，避難させる。 
                                              
第第８８  警警戒戒区区域域のの設設定定，，避避難難指指示示のの実実効効性性をを上上げげるるたためめのの措措置置 
    市は，警戒区域もしくは避難指示を行った区域について，居住者等の生命又は身体に対する危

険を防止するため，外部から車両等が進入しないよう指導するなど，警戒区域の設定，避難指示

の実効性を上げるために必要な措置を講じるよう関係機関等と連携した運用体制を確立する。 
                                              
第第９９  飲飲食食物物，，生生活活必必需需品品等等のの供供給給 
   １ 物資の調達 
     市は，県及び関係機関と協力し，被災者の生活の維持のため必要な食糧，飲料水，燃料及び 

毛布等生活必需品等を調達・確保し，ニーズに応じて供給・分配を行う。 
なお，被災地で求められる物資は，時間の経過とともに変化することを踏まえ，時宜を得た 

物資の調達に留意する。 
     また，夏季には扇風機等，冬季には暖房器具，燃料等を含めるなど被災地の実情を考慮する

とともに，要配慮者のニーズや，男女のニーズの違い等に配慮する。 
   ２ 物資の供給 

市は，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，他の県等によって調達され引き渡された物資の

被災者に対する供給を行う。 
３ 国への要請 

     市は，供給すべき物資が不足し，調達の必要がある場合には物資関係省庁や国の原子力災害

対策本部等に物資の調達を要請する。 
 
 

  第第５５節節  治治安安のの確確保保及及びび火火災災のの予予防防   
    市は，応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保について治安当局と協議し，万全を

期す。 
特に，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った地域及びその周辺において，パトロー

ルや生活の安全に関する情報の提供等を実施し，盗難等の各種犯罪の未然防止に努めるとともに，

国及び県と協力のうえ，応急対策実施区域及びその周辺における火災予防に努める。 
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  第第６６節節  飲飲食食物物のの出出荷荷制制限限，，摂摂取取制制限限等等   
    市は，国及び県からの放射性物質による汚染状況の調査の要請を受け，又は独自の判断により，

飲料水の検査を実施する。食品については，必要に応じ，県が行う放射性物質による汚染状況の

調査に協力する。 
また，市は，原子力災害対策指針に基づくＯＩＬの値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国及

び県の指導・助言及び指示に基づき，速やかに次の措置を講じる。 
１ 飲料水に関する措置 

市長は，県からの指示に基づいて，当該区域内市民等の汚水水源の使用禁止，汚染飲料水の

飲用禁止等の措置を講ずるよう指示する。 
   ２ 食糧等に関する措置 

   市長は，県からの指示に基づいて，当該区域内の市民等，農畜水産物等の集荷機関，市場等

に食糧等の摂取及び採取の禁止，出荷制限等必要な措置を講ずるよう指示する。 
   ３ 飲料水及び食糧等の供給 

市長は，県からの指示に基づいて，飲料水あるいは食糧等の摂取制限等の措置を指示した 

とき，又は団体等に対し直接指示したときは，防災関係機関の長と協力して必要な飲料水，食

糧等の確保・供給に努める。 
 

飲食物等の摂取制限に関する指標 
基準の

種類 
基準の概要 初期設定値 注１） 防護措置の概要 

OIL6 

経口摂取に

よる被ばく

影響を防止

するため，

飲食物の摂

取を制限す

る際の基準 

核種 
飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類， 
穀類，肉，卵，

魚，その他 

1 週間内を目途に

飲食物中の放射

性核種濃度の測

定と分析を行い，

基準を超えるも

のにつき摂取制

限を迅速に実施。 

放射性 
ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg注2） 

放射性 
セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウム及

び超ウラン元素

のアルファ核種 
1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

注１）「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり，地上沈着した放射性核種組

成が明確になった時点で必要な場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 
注２）根菜，芋類を除く野菜類が対象。 
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  第第７７節節  緊緊急急輸輸送送活活動動   
  
  第第１１  緊緊急急輸輸送送活活動動 
    第第２２  緊緊急急輸輸送送ののたためめのの交交通通確確保保 
  

第第１１  緊緊急急輸輸送送活活動動 
   １ 緊急輸送活動 
    (1) 緊急輸送の順位 
      市は，緊急輸送の円滑な実施を確保するため，必要があるときは，県等の防災関係機関と

調整の上，次の順位を原則として，緊急輸送を行うものとする。 
      第１順位 人命救助，救急活動に必要な輸送，対応方針を定める少人数グループのメンバー 
      第２順位 避難者の輸送（ＰＡＺなど緊急性の高い区域からの優先的な避難），災害状況

の把握・進展予測のための専門家・資機材の輸送 
第３順位 災害応急対策を実施するための要員，資機材の輸送 

      第４順位 市民の生活を確保するために必要な物資の輸送 
第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送     

    (2) 緊急輸送の範囲 
 

 
 
 
 
 
 
 
    (3) 緊急輸送体制の確立 
     ア 市は，関係機関との連携により，輸送の優先順位，乗員及び輸送手段の確保状況，交通

の混雑状況を勘案し，円滑に緊急輸送を実施する。 
       また，負傷者，避難者等の搬送時には，国のガイドライン等を踏まえ，感染症対策を講

じる。 
イ 市は，人員，車両などの調達に関して，関係機関のほか，国，自衛隊，海上保安庁に支

援を要請するとともに，必要に応じ県や周辺市町村に支援を要請する。 
ウ 避難対象区域を含む市は，人員，車両等が不足するときは，原子力災害合同対策協議会

などの場において，人員等の確保に関する支援を依頼する。 
                                              
第第２２  緊緊急急輸輸送送ののたためめのの交交通通確確保保 
    市道路管理者は，交通規制に当たる県警察と，原子力災害合同対策協議会において，相互に接

な連絡をとり，緊急輸送のための交通の確保に必要な措置をとる。 
 また，市，県及び道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には，緊急通行車

(1) 救助・救急活動，医療・救護活動に必要な人員及び資機材 
(2) 負傷者，避難者等 
(3) 対応方針を定める少人数のグループのメンバー（国及び県の現地対策本部長，市町

村の対策本部長等）災害応急対策要員（原子力災害現地災害対策本部要員，原子力災

害合同対策協議会構成員，国の専門家，緊急時モニタリング要員，情報通信要員等）及

び必要とされる資機材 
(4) コンクリート屋内退避所，避難所を維持・管理するために必要な人員，資機材 
(5) 食料，飲料水等生命の維持に必要な物資 
(6) その他緊急に輸送を必要とするもの 
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両の通行を確保するため緊急の必要があるときは，運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。

運転者がいない場合等においては，道路管理者は，自ら車両の移動等を行う。 
 

 

  第第８８節節  救救助助・・救救急急，，消消火火及及びび医医療療活活動動   
※本節の被ばく医療体制について，今後の原子力規制委員会の検討結果や県の地域防災計画の改定等を踏まえ， 
追記する。 

  

  第第１１  救救助助・・救救急急及及びび消消火火活活動動 
第第２２  医医療療活活動動 

  

第第１１  救救助助・・救救急急及及びび消消火火活活動動 
   １ 円滑な活動 
     市は，救助・救急及び消火活動が円滑に行われるよう，必要に応じ，県又は原子力事業者そ

の他の民間からの協力により，救助・救急及び消火活動のための資機材を確保するなどの措置    

を講じる。 
   ２ 消防庁等への応援要請 
     市は，災害の状況等から必要と認められるときは，消防庁，県，原子力事業者等に対し，応

援を要請する。この場合，必要とされる資機材は応援側が携行することを原則とする。 
３ 緊急消防援助隊等への要請 

市は，市内の消防力では対処できないと判断した場合は，消防機関と協議し，速やかに，広

域消防応援，緊急消防援助隊の出動等を県に要請する。 
なお，要請時には以下の事項に留意する。 

     ア 救急・救助及び火災の状況及び応援要請の理由，応援の必要期間 
     イ 応援要請を行う消防機関の種別と人員 
     ウ 市町村への進入経路及び集結（待機）場所など 
                                              
第第２２  医医療療活活動動 
    市は，県が行う緊急時における市民等の健康管理，汚染検査，除染等緊急被ばく医療について

協力する。 
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  第第９９節節  市市民民等等へへのの的的確確なな情情報報伝伝達達活活動動   
流言，飛語等による社会的混乱を防止し，民心の安定を図るとともに，市民等の適切な判断と

行動を助け，市民等の安全を確保するためには，正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝

達，広報活動が重要である。 
また，市民等から，問合せ，要望，意見などが数多く寄せられるため，適切な対応を行える体

制を整備する。 
※本節の市民との情報共有等のあり方については，今後の原子力規制委員会の検討結果や県の地域防災計画の 
改定等を踏まえ，追記する。 

  

  第第１１  市市民民等等へへのの情情報報伝伝達達活活動動 
    第第２２  市市民民等等かかららのの問問いい合合わわせせにに対対すするる対対応応 
  

第第１１  市市民民等等へへのの情情報報伝伝達達活活動動 
   １ 的確な情報提供 
     市は，放射性物質及び放射線による影響は，五感で感じられないなどの原子力災害の特殊性

を勘案し，緊急時における市民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ，異常事態による影響を

できるかぎり低くするため，次の広報手段を効果的に活用し，市民等に対する的確な情報提供，

広報を迅速かつ分かりやすく正確に行う。 
(1) 防災行政無線 

重要かつ緊急な災害情報を，防災行政無線を運用して，市民や被災者に広報する。 
避難指示（緊急）を発令した場合には，防災行政無線から，サイレン音を吹鳴するなど，

緊急性を伝える。 
(2) 広報車による呼びかけ 

通行の可否などの道路状況に応じて，必要な地域への放送設備（携帯マイク等を含む。）

を有する車両を出動させ，広報を実施する。 
(3) ハンドマイク等による呼びかけ 
(4) ビラの配布 

必要に応じてチラシ等を作成し，現地において配布又は掲示する。 
(5) インターネット（ツイッター，ホームページ，ソーシャル・ネットワーキング・サービス

を含む。） 
災害に関する情報を，随時インターネットにより広報する。 

(6) 立看板，掲示板設置 
(7) 住民組織等による広報 

水戸市住みよいまちづくり推進協議会の各地区会等を通じ，災害情報を広報する。 
(8) 水戸市メールマガジン登録者への災害情報の発信 
(9) ＭＣＡ無線機による災害情報の発信 

       (10) 緊急速報メールによる災害情報の発信 
(11) ラジオにおける緊急割込み放送 
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       (12) 災害情報共有システム（Ｌアラート） 
避難指示等を発令又は解除した場合及び避難所を開設又は閉鎖した場合，災害情報共有シ

ステム（Ｌアラート）に迅速・確実に情報を送信する。 
なお，庁舎の被災等，特段の事情により上記の情報送信を実施することができない場合は，

県へ依頼する。 
       (13) その他 

２ 情報の一元化 
市は，市民等への情報提供にあたっては，国及び県と連携し，情報の一元化を図るとともに，

情報の発信元を明確にし，あらかじめわかりやすい例文を準備する。また，利用可能な様々な

情報伝達手段を活用し，繰り返し広報するよう努める。 
   ３ きめ細かな情報の提供 
     市は，役割に応じて周辺市民等のニーズを十分把握し，原子力災害の状況（原子力事業所等

の事故の状況，モニタリングの結果等），農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制限

等の状況，市が講じている施策に関する情報，交通規制，避難経路や避難所など周辺市民等に

役立つ正確かつきめ細かな情報を提供する。 
なお，その際，民心の安定を図るため，要配慮者，一時滞在者，応急仮設住宅として供与さ

れる賃貸住宅への避難者等，避難者個々の状況に配慮した伝達を行う。 
   ４ 原子力関係機関との相互連絡 

市は，原子力災害合同対策協議会の場を通じて，十分に内容を確認した上で，市民等に対す

る情報の公表，広報活動を行う。 
その際，その内容について国，指定行政機関，公共機関，県，周辺市町村及び原子力事業者 

と相互に情報共有を図る。 
５ 報道機関との協力 

市は，情報伝達に当たって，災害情報システム，掲示板，広報誌，広報車等によるほか，テ

レビやラジオなどの放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力を得る。 
また，安否情報，交通情報，各種問い合わせ先等を随時，入手したいというニーズに応える

ため，インターネット等を活用し，的確な情報を提供できるよう努める。 
なお，被災者のおかれている生活環境，居住環境等が多様であることに鑑み，情報を提供す

る際に活用する媒体に配慮する。特に，避難所にいる被災者は，情報を得る手段が限られてい

ることから，被災者生活支援に関する情報については，紙媒体でも情報提供を行うなど，適切

に情報提供がなされるよう努める。 
６ 避難所等の連絡 

市は，避難状況の確実な把握に向けて，市が指定した避難所以外に避難をした場合等には，

市の原子力災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう，市民等へ周知する。 
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第第２２  市市民民等等かかららのの問問いい合合わわせせにに対対すするる対対応応 
    市は，国，県及び関係機関等と連携し，必要に応じ，速やかに市民等からの問い合わせに対応

する専用電話を備えた窓口の設置，人員の配置等体制を確立する。また，市民等のニーズを見極

めた上で，情報の収集・整理・発信を行う。 
 

 

  第第 1100 節節  業業務務継継続続にに係係るる措措置置   
    市は，庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合，あ

らかじめ定めた退避先へ退避するとともに，その旨を市民等へ周知する。 
なお，行政機関においては市民等の避難，学校等においては生徒等の避難を優先する。 
また，市は，業務継続計画等に基づき，災害応急対策をはじめとして，退避後も継続する必要

がある業務については，退避先において継続して実施する。
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第４章 原子力災害中長期対策 

第１節 基本方針 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 

第４節 放射性物質による環境汚染への対処等 

第５節 各種制限措置の解除 

第６節 災害地域市民に係る記録等の作成 

第７節 被災者等の生活再建等の支援 

第８節 風評被害等の影響の軽減 

第９節 被災中小企業等に対する支援 

第 10 節 心身の健康相談体制の整備 
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第４章 原子力災害中長期対策 

                                              

  第第１１節節  基基本本方方針針   
    本章は，原災法第 15 条第４項の規定に基づき，原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の

原子力災害事後対策を中心に示したものであるが，これ以外の場合であっても，原子力防災上必

要と認められるときは，本章に示した対策に準じて対応する。 
 

 

  第第２２節節  緊緊急急事事態態解解除除宣宣言言後後のの対対応応   
    市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても，引き続き存置され

る現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して，原子力災害事後対策や被災者の生

活支援を実施する。 
 
  

  第第３３節節  原原子子力力災災害害事事後後対対策策実実施施区区域域ににおおけけるる避避難難区区域域 

等等のの設設定定   
    市は，国及び県と協議のうえ，状況に応じて避難区域を見直し，原子力災害事後対策を実施す

る区域を設定する。 
 
  

  第第４４節節  放放射射性性物物質質にによよるる環環境境汚汚染染へへのの対対処処等等   
    市は，国，県，原子力事業者及びその他の関係機関とともに，放射性物質による環境汚染への

対処及び食品等の検査など必要な措置を継続的に行う。 
   (1) 市内の小中学校，幼稚園，保育所，公園などの施設を中心に，空間放射線量を定期的に測定 

(2) 市内の個人宅や事業所における空間放射線量の訪問測定 
(3) 市立小中学校の学校給食食材における対策や放射性物質の検査 
(4) 市内で生産されている農産物及び自家消費用野菜における対策や放射性物質の検査 
(5) 市内の水田・畑の土壌における対策や放射性物質の検査 
(6) 水戸市公設地方卸売市場取扱品（農水産物等）の放射性物質の検査 
(7) 水戸市清掃工場等の定期的な放射線測定 
(8) 水戸市浄水場における水道水の定期的な放射性物質の検査 
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  第第５５節節  各各種種制制限限措措置置のの解解除除   
    市は，県と連携を図り，緊急時モニタリング等による地域の調査，国が派遣する専門家等の判

断，国の指導・助言・指示に基づき，緊急事態応急対策として実施された，立入制限，交通規制，

飲食物の出荷制限，摂取制限等各種制限措置の解除を行うとともに，解除実施状況を確認する。 
 
 

  第第６６節節  災災害害地地域域市市民民にに係係るる記記録録等等のの作作成成   
  
  第第１１  災災害害地地域域市市民民のの記記録録 
    第第２２  災災害害対対策策措措置置状状況況のの記記録録 
  

第第１１  災災害害地地域域市市民民のの記記録録 
    市は，広域避難及び屋内退避の措置をとった市民等が，災害時に当該地域に所在した旨を証明

するとともに，避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録しておく。 
  
第第２２  災災害害対対策策措措置置状状況況のの記記録録 
    市は，被災地の汚染状況図，応急対策措置及び事後対策措置を記録しておく。 
 
 

  第第７７節節  被被災災者者等等のの生生活活再再建建等等のの支支援援   
  
  第第１１  生生活活再再建建のの取取組組みみ 
    第第２２  総総合合的的なな相相談談窓窓口口等等のの設設置置 

第第３３  災災害害復復興興基基金金のの設設立立等等 
  

第第１１  生生活活再再建建のの取取組組みみ 
    市は，国及び県と連携し，被災者等の生活再建に向けて，住まいの確保，生活資金等の支給や

その迅速な処理のための仕組みの構築に加え，生業や就労の回復による生活資金の継続的な確保，

コミュニティの維持回復，心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援に努める。 
  
第第２２  総総合合的的なな相相談談窓窓口口等等のの設設置置 
    市は，国及び県と連携し，被災者の自立に対する援助，助成措置について，広く被災者に広報

するとともに，できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。居住地以外の市町村に避

難した被災者に対しても，従前の居住地であった地方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力

することにより，必要な支援・サービスを提供する。 
    なお，被災者への支援方法については，本市地域防災計画各編に準じて行い，きめ細かな支援

に努める。 
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　地域防災無線は，交通及び通信手段の途絶した孤立地域か
らの情報や病院，学校，電気，ガス等の生活関連機関と市町
村役場等の間の通信を確保することを目的とした移動系のネ
ットワークである。

戸別受信機（大洗町）

●防災業務関係者
　防災業務関係者とは，周辺住民に対する広報・指示伝達，
周辺住民の避難誘導，交通整理，放射線モニタリング，医療
措置，原子力施設内において災害に発展する事態を防止する
措置等の災害応急対策活動を実施する者，及び放射性汚染物
の除去等の災害復旧活動を実施する者をいう。

●防災業務計画
　災害対策基本法に基づき，関係省庁，原子力事業者，指定
公共機関及び指定地方公共機関で作成する防災のための業務
計画をいう。
　原子力災害に係わる防災業務計画は，原子力災害対策特別
措置法第７条第１項の規定に基づき，原子力事業者は指定公
共機関及び指定地方公共機関における原子力災害予防対策，
緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災
害の発生及び拡大を防止し，並びに原子力災害の復旧をはか
るために必要な業務を定め，原子力災害対策を円滑かつ適切
に遂行することを目的として計画されている。

●放射性同位元素（RI）
　放射性同位体ともいう。同じ原子番号（陽子の数）を持つ
原子間で質量数が異なる原子をお互いに同位体という。同位
体には，安定な同位体と不安定な同位体がある。このうち，
不安定な同位体はより安定な同位体になろうとして，アルフ
ァ線（α線），ベータ線（β線），ガンマ線（γ線）等の放射
線を放出する。放射線を放出する同位体を放射性同位体とい
い，ラジオアイソトープ（ＲＩ）とも呼ばれる。放射性同位
体には，トリチウム（水素－３），炭素－１４，カリウム－
４０など約２５００種類がある。

●放射性廃棄物の埋設
　放射性廃棄物を固化して地中に埋める処分方法を埋設とい
う。放射性物質の濃度が低い「低レベル放射性廃棄物」は，
液体廃棄物については蒸発濃縮，可燃性廃棄物については焼
却によって容量を減らした後，セメントなどで固めてドラム
缶に密閉し，地中に埋設されている。国内の原子力発電所か
ら発生した放射性廃棄物は青森県六ヶ所村にある低レベル放
射性廃棄物埋設センターの廃棄物埋設施設に埋められている。

●放射性物質
　放射線を出す能力を放射能といい，放射能をもっている原

子（放射性核種という）を含む物質を一般的に放射性物質と
いう。また，個々の核種を限定しない場合は，放射性核種の
ことを総称して放射性物質ということもある。
　放射性物質，放射線及び放射能の関係は，「電灯」が放射
性物質に，電灯から出る「光線」が放射線に，そして電灯の
「光を出す能力」と「その強さ（ワット数）」が放射能にあ
たる。

●放射性プルーム（放射性雲）
　気体状（ガス状あるいは粒子状）の放射性物質が大気とと
もに煙突からの煙のように流れる状態を放射性プルームとい
う。
　放射性プルームには放射性希ガス，放射性ヨウ素，ウラン，
プルトニウムなどが含まれ，外部被ばくや内部被ばくの原因
となる。放射性希ガスは，地面に沈着せず，呼吸により体内
に取り込まれても体内に留まることはないが，放射性プルー
ムが上空を通過中に，この中の放射性物質から出される放射
線を受ける（外部被ばく）。
　放射性ヨウ素などは，放射性プルームが通過する間に地表
面などに沈着するため，通過後も沈着した放射性ヨウ素など
からの外部被ばくがある。
　また，放射性プルームの通過中の放射性ヨウ素などを直接
吸入すること及び放射性ヨウ素などの沈着により汚染した飲
料水や食物を摂取することによっても放射性ヨウ素などを体
内に取り込むことになり，体内に取り込んだ放射性物質から
放射線を受ける（内部被ばく）。

●放射性輸送物
　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令に
おいて，輸送のため，放射性同位元素（ラジオアイソトープ）
等が輸送容器に収納され，または梱包された状態のものを放
射性輸送物と定義している。放射性同位元素は，食品や農業
の研究，医療用，産業用等に利用されている。
　放射性輸送物は，収納される放射性物質の放射能量に応じ
て L型，A型，B型等に区分されており，輸送時の安全を確保
するために，それぞれ技術基準が定められている。

●放射線
　ウランなど，原子核が不安定で壊れやすい元素から放出さ
れる高速の粒子（アルファ粒子，ベータ粒子など）や高いエ
ネルギーを持った電磁波（ガンマ線），加速器などで人工的
に作り出されたX線，電子線，中性子線，陽子線，重粒子線
などのこと。

●放射線測定器
　放射線には，電離作用，蛍光作用などがあり，これらの作
用を利用した放射線検出器を使用した測定器を放射線測定器
という。
　電離箱，GM計数管は，放射線によって空気やその他の気
体の中に生じたイオンの量を検出して，その放射線の強度を
測る装置である。
　シンチレーション検出器は，放射線による蛍光作用を利用
して放射線を検出するものである。熱ルミネセンス線量計
（TLD）は，ある物質に放射線を照射したあとで熱を加える
と，光を発するものがあり，これを放射線の測定に応用した
ものである。このような現象のことを熱ルミネセンスという。
　この他，固体の電離作用を利用する検出器として，半導体

－７　用語解説）（資料11－７（資料11－７

　回収された復水は，沸騰水型原子炉（BWR）の場合は原
子炉へ，加圧水型原子炉（PWR），高速炉等二次系のあるプ
ラントでは蒸気発生器に戻される。冷却には原子力発電プラ
ントの場合，多量の冷却水が必要であるが，わが国では海水
が使われている。冷却管は25～32mm程度の外径で，冷却
水は13～18mの長さをもつ多数の冷却管の内部を流れ，管
外で凝縮する。

●物質科学
　物質の構造や性質，反応，法則などを探求する学問の総称
として使用される。
　なお，生物・生命体の構成要素についても物質と捉えると，
生命科学が物質科学に含まれてしまうため，狭義には生命科
学を除いた学問として使用されることが多い。

●沸騰水型原子炉（BWR）
　原子炉の冷却水を直接沸騰させてできた蒸気をタービンに
送り，発電する型の発電用原子炉を沸騰水型原子炉（BWR: 
Boiling Water Reactor）という。構造は簡単であるが，ター 
ビンにはごく少量の放射性物質を含んだ蒸気が送られること
になる。原子炉内の圧力は約70気圧，温度は約285℃の高温
の蒸気を作り出している。

●プルサーマル
　使用済燃料を再処理することにより回収されたプルトニウ
ムを，軽水炉の燃料として再利用することをプルサーマルと
いう。プルトニウムは原子炉の中で燃えないウラン-238が変
換したもので，このことにより，ウランの利用率を高めるこ
とができる。
　プルサーマル燃料は，ウランとプルトニウムの混合酸化物
燃料（MOX燃料という）として，MOX燃料加工施設で製造
される。

●ベータ線（β線）
　ベータ線は原子核の壊変にともなって，原子核から飛び出
す電子のことで，マイナスの電荷を持っているものと，プラ
スの電荷を持っているものがある。
　ベータ線の物質を透過する力はアルファ線より大きいが，
ガンマ線より小さく，厚さ数mmのアルミニウムやプラスチ
ックで止めることができる。

●ベクレル（Bq）
　放射能の量を表す単位のこと。１ベクレルは，１秒間に１
個の原子核が壊れ，放射線を放出している放射性物質の放射
能の強さ，または量を表す。

●ペレット
　原子炉の燃料とするために二酸化ウランの粉末（MOX燃
料の場合はMOX粉末）をプレス装置で成型し，焼き固めた
ものをペレットという。ペレットは，原子炉の形式によって
大きさが異なるが，沸騰水型原子炉（BWR）燃料の場合，
燃料ペレットの直径，高さともに約１cmの円筒形である。
このペレットを燃料被覆管に入れて密封溶接して燃料棒に加
工する。
　ペレット１個で一般家庭の約半年分の電気をまかなうこと
ができる。

ペレット（機構サイクル研）

●崩壊熱
　核分裂で生じた核分裂生成物など，原子核が不安定な核種
は，ベータ線やアルファ線等の放射線を出して別の原子核に
変わっていく。この現象を放射性崩壊という。そのときに放
出されるベータ線やアルファ線等のエネルギーの大部分は，
その物質中で熱に変わる。この放射性崩壊に伴って発生する
熱を崩壊熱という。
　使用済燃料，高レベル放射性廃棄物のガラス固化体は崩壊
熱を多く放出し，温度が高くなるため，水や空気で冷却され
ている。

●防災基本計画
　防災基本計画は，災害対策基本法に基づき，中央防災会議
が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり，災害
予防，災害応急対策，災害復旧の段階ごとに，国，地方公共
団体及び防災関係機関等の役割と責務を明確にしている。
　阪神・淡路大震災において大規模な被害が生じた経験・教
訓を踏まえ，1995年７月，自然災害対策を中心とした修正
を行うとともに，社会・産業の高度化，複雑化，多様化に伴
い，事故災害についても防災対策の充実強化を図るため，新
たに原子力災害対策，海上災害対策，大規模な火災事故対策
等を追加し，1997年６月，事故災害対策の修正を行った。
2000年５月には，「原子力災害対策特別措置法」に合わせ，
また2002年４月には，原子力艦と緊急被ばく医療について
修正が行われた。その後，2004年３月の震災対策編，2005
年７月の自然災害対策に係る各編，2007年３月の防衛庁の
防衛省移行に伴う修正を経て，2008年２月には，新潟県中
越沖地震の教訓を踏まえた原子力災害対策強化等の修正が行
われた。東日本大震災後の2011年12月に「津波災害対策編」
が設けられ，2012年９月には，福島第一原子力発電所事故
を踏まえた原子力災害対策の修正が行われた。

●防災行政無線
　我が国の防災通信網は，国，都道府県及び市町村の各階層
から構成されている。中央防災無線，消防防災無線，都道府
県防災行政無線，市町村防災行政無線，地域防災無線がある。
　中央防災無線は，内閣府を中心に，指定行政機関，地方公
共団体や指定公共機関等を結ぶネットワークである。
　消防防災無線は，消防庁と全都道府県の間を結ぶ通信網で
電話及びファクシミリによる相互通信と，消防庁からの一斉
通報に利用されている。
　都道府県防災行政無線は，都道府県と市町村，防災関係機
関等との間を結ぶ通信網で，防災情報の収集・伝達を行うネ
ットワークである。衛星系を含めるとすべての都道府県に整
備されている。
　市町村防災行政無線は，市町村が防災情報を収集し，また，
住民に対して防災情報を周知するために整備しているネット
ワークである。
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　地域防災無線は，交通及び通信手段の途絶した孤立地域か
らの情報や病院，学校，電気，ガス等の生活関連機関と市町
村役場等の間の通信を確保することを目的とした移動系のネ
ットワークである。

戸別受信機（大洗町）

●防災業務関係者
　防災業務関係者とは，周辺住民に対する広報・指示伝達，
周辺住民の避難誘導，交通整理，放射線モニタリング，医療
措置，原子力施設内において災害に発展する事態を防止する
措置等の災害応急対策活動を実施する者，及び放射性汚染物
の除去等の災害復旧活動を実施する者をいう。

●防災業務計画
　災害対策基本法に基づき，関係省庁，原子力事業者，指定
公共機関及び指定地方公共機関で作成する防災のための業務
計画をいう。
　原子力災害に係わる防災業務計画は，原子力災害対策特別
措置法第７条第１項の規定に基づき，原子力事業者は指定公
共機関及び指定地方公共機関における原子力災害予防対策，
緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災
害の発生及び拡大を防止し，並びに原子力災害の復旧をはか
るために必要な業務を定め，原子力災害対策を円滑かつ適切
に遂行することを目的として計画されている。

●放射性同位元素（RI）
　放射性同位体ともいう。同じ原子番号（陽子の数）を持つ
原子間で質量数が異なる原子をお互いに同位体という。同位
体には，安定な同位体と不安定な同位体がある。このうち，
不安定な同位体はより安定な同位体になろうとして，アルフ
ァ線（α線），ベータ線（β線），ガンマ線（γ線）等の放射
線を放出する。放射線を放出する同位体を放射性同位体とい
い，ラジオアイソトープ（ＲＩ）とも呼ばれる。放射性同位
体には，トリチウム（水素－３），炭素－１４，カリウム－
４０など約２５００種類がある。

●放射性廃棄物の埋設
　放射性廃棄物を固化して地中に埋める処分方法を埋設とい
う。放射性物質の濃度が低い「低レベル放射性廃棄物」は，
液体廃棄物については蒸発濃縮，可燃性廃棄物については焼
却によって容量を減らした後，セメントなどで固めてドラム
缶に密閉し，地中に埋設されている。国内の原子力発電所か
ら発生した放射性廃棄物は青森県六ヶ所村にある低レベル放
射性廃棄物埋設センターの廃棄物埋設施設に埋められている。

●放射性物質
　放射線を出す能力を放射能といい，放射能をもっている原

子（放射性核種という）を含む物質を一般的に放射性物質と
いう。また，個々の核種を限定しない場合は，放射性核種の
ことを総称して放射性物質ということもある。
　放射性物質，放射線及び放射能の関係は，「電灯」が放射
性物質に，電灯から出る「光線」が放射線に，そして電灯の
「光を出す能力」と「その強さ（ワット数）」が放射能にあ
たる。

●放射性プルーム（放射性雲）
　気体状（ガス状あるいは粒子状）の放射性物質が大気とと
もに煙突からの煙のように流れる状態を放射性プルームとい
う。
　放射性プルームには放射性希ガス，放射性ヨウ素，ウラン，
プルトニウムなどが含まれ，外部被ばくや内部被ばくの原因
となる。放射性希ガスは，地面に沈着せず，呼吸により体内
に取り込まれても体内に留まることはないが，放射性プルー
ムが上空を通過中に，この中の放射性物質から出される放射
線を受ける（外部被ばく）。
　放射性ヨウ素などは，放射性プルームが通過する間に地表
面などに沈着するため，通過後も沈着した放射性ヨウ素など
からの外部被ばくがある。
　また，放射性プルームの通過中の放射性ヨウ素などを直接
吸入すること及び放射性ヨウ素などの沈着により汚染した飲
料水や食物を摂取することによっても放射性ヨウ素などを体
内に取り込むことになり，体内に取り込んだ放射性物質から
放射線を受ける（内部被ばく）。

●放射性輸送物
　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令に
おいて，輸送のため，放射性同位元素（ラジオアイソトープ）
等が輸送容器に収納され，または梱包された状態のものを放
射性輸送物と定義している。放射性同位元素は，食品や農業
の研究，医療用，産業用等に利用されている。
　放射性輸送物は，収納される放射性物質の放射能量に応じ
て L型，A型，B型等に区分されており，輸送時の安全を確保
するために，それぞれ技術基準が定められている。

●放射線
　ウランなど，原子核が不安定で壊れやすい元素から放出さ
れる高速の粒子（アルファ粒子，ベータ粒子など）や高いエ
ネルギーを持った電磁波（ガンマ線），加速器などで人工的
に作り出されたX線，電子線，中性子線，陽子線，重粒子線
などのこと。

●放射線測定器
　放射線には，電離作用，蛍光作用などがあり，これらの作
用を利用した放射線検出器を使用した測定器を放射線測定器
という。
　電離箱，GM計数管は，放射線によって空気やその他の気
体の中に生じたイオンの量を検出して，その放射線の強度を
測る装置である。
　シンチレーション検出器は，放射線による蛍光作用を利用
して放射線を検出するものである。熱ルミネセンス線量計
（TLD）は，ある物質に放射線を照射したあとで熱を加える
と，光を発するものがあり，これを放射線の測定に応用した
ものである。このような現象のことを熱ルミネセンスという。
　この他，固体の電離作用を利用する検出器として，半導体
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　回収された復水は，沸騰水型原子炉（BWR）の場合は原
子炉へ，加圧水型原子炉（PWR），高速炉等二次系のあるプ
ラントでは蒸気発生器に戻される。冷却には原子力発電プラ
ントの場合，多量の冷却水が必要であるが，わが国では海水
が使われている。冷却管は25～32mm程度の外径で，冷却
水は13～18mの長さをもつ多数の冷却管の内部を流れ，管
外で凝縮する。

●物質科学
　物質の構造や性質，反応，法則などを探求する学問の総称
として使用される。
　なお，生物・生命体の構成要素についても物質と捉えると，
生命科学が物質科学に含まれてしまうため，狭義には生命科
学を除いた学問として使用されることが多い。

●沸騰水型原子炉（BWR）
　原子炉の冷却水を直接沸騰させてできた蒸気をタービンに
送り，発電する型の発電用原子炉を沸騰水型原子炉（BWR: 
Boiling Water Reactor）という。構造は簡単であるが，ター 
ビンにはごく少量の放射性物質を含んだ蒸気が送られること
になる。原子炉内の圧力は約70気圧，温度は約285℃の高温
の蒸気を作り出している。

●プルサーマル
　使用済燃料を再処理することにより回収されたプルトニウ
ムを，軽水炉の燃料として再利用することをプルサーマルと
いう。プルトニウムは原子炉の中で燃えないウラン-238が変
換したもので，このことにより，ウランの利用率を高めるこ
とができる。
　プルサーマル燃料は，ウランとプルトニウムの混合酸化物
燃料（MOX燃料という）として，MOX燃料加工施設で製造
される。

●ベータ線（β線）
　ベータ線は原子核の壊変にともなって，原子核から飛び出
す電子のことで，マイナスの電荷を持っているものと，プラ
スの電荷を持っているものがある。
　ベータ線の物質を透過する力はアルファ線より大きいが，
ガンマ線より小さく，厚さ数mmのアルミニウムやプラスチ
ックで止めることができる。

●ベクレル（Bq）
　放射能の量を表す単位のこと。１ベクレルは，１秒間に１
個の原子核が壊れ，放射線を放出している放射性物質の放射
能の強さ，または量を表す。

●ペレット
　原子炉の燃料とするために二酸化ウランの粉末（MOX燃
料の場合はMOX粉末）をプレス装置で成型し，焼き固めた
ものをペレットという。ペレットは，原子炉の形式によって
大きさが異なるが，沸騰水型原子炉（BWR）燃料の場合，
燃料ペレットの直径，高さともに約１cmの円筒形である。
このペレットを燃料被覆管に入れて密封溶接して燃料棒に加
工する。
　ペレット１個で一般家庭の約半年分の電気をまかなうこと
ができる。

ペレット（機構サイクル研）

●崩壊熱
　核分裂で生じた核分裂生成物など，原子核が不安定な核種
は，ベータ線やアルファ線等の放射線を出して別の原子核に
変わっていく。この現象を放射性崩壊という。そのときに放
出されるベータ線やアルファ線等のエネルギーの大部分は，
その物質中で熱に変わる。この放射性崩壊に伴って発生する
熱を崩壊熱という。
　使用済燃料，高レベル放射性廃棄物のガラス固化体は崩壊
熱を多く放出し，温度が高くなるため，水や空気で冷却され
ている。

●防災基本計画
　防災基本計画は，災害対策基本法に基づき，中央防災会議
が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり，災害
予防，災害応急対策，災害復旧の段階ごとに，国，地方公共
団体及び防災関係機関等の役割と責務を明確にしている。
　阪神・淡路大震災において大規模な被害が生じた経験・教
訓を踏まえ，1995年７月，自然災害対策を中心とした修正
を行うとともに，社会・産業の高度化，複雑化，多様化に伴
い，事故災害についても防災対策の充実強化を図るため，新
たに原子力災害対策，海上災害対策，大規模な火災事故対策
等を追加し，1997年６月，事故災害対策の修正を行った。
2000年５月には，「原子力災害対策特別措置法」に合わせ，
また2002年４月には，原子力艦と緊急被ばく医療について
修正が行われた。その後，2004年３月の震災対策編，2005
年７月の自然災害対策に係る各編，2007年３月の防衛庁の
防衛省移行に伴う修正を経て，2008年２月には，新潟県中
越沖地震の教訓を踏まえた原子力災害対策強化等の修正が行
われた。東日本大震災後の2011年12月に「津波災害対策編」
が設けられ，2012年９月には，福島第一原子力発電所事故
を踏まえた原子力災害対策の修正が行われた。

●防災行政無線
　我が国の防災通信網は，国，都道府県及び市町村の各階層
から構成されている。中央防災無線，消防防災無線，都道府
県防災行政無線，市町村防災行政無線，地域防災無線がある。
　中央防災無線は，内閣府を中心に，指定行政機関，地方公
共団体や指定公共機関等を結ぶネットワークである。
　消防防災無線は，消防庁と全都道府県の間を結ぶ通信網で
電話及びファクシミリによる相互通信と，消防庁からの一斉
通報に利用されている。
　都道府県防災行政無線は，都道府県と市町村，防災関係機
関等との間を結ぶ通信網で，防災情報の収集・伝達を行うネ
ットワークである。衛星系を含めるとすべての都道府県に整
備されている。
　市町村防災行政無線は，市町村が防災情報を収集し，また，
住民に対して防災情報を周知するために整備しているネット
ワークである。
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臨界に達したという。
　一方，核燃料施設では，臨界が起こらないように，核燃料
物質の取扱い量を制限したり容器等の形状を工夫し臨界管理
を行っている。

●臨界管理
　濃縮ウランやプルトニウムなど，核燃料物質は，質量，容
積，濃度などが一定の条件を超えると核分裂の連鎖反応が起
こり臨界となる。このため，これらの物質を取扱う核燃料加
工施設や再処理施設などにおいては，臨界にならないように
質量の制限，形状の制限などを行っている。このように安全
上の配慮をして核燃料物質を管理することを臨界管理，また
は臨界安全管理という。
　実際の管理に当たっては核分裂性物質が臨界量に達しない
ようにする質量管理，核分裂性物質の濃度が一定値を超えな
いようにする濃度管理，核分裂性物質を入れる槽や容器の形
状を制限して臨界に至らないようにする形状管理，槽や容器
の中に中性子吸収材を配置した中性子吸収材による管理があ
る。

●臨界事故
　核燃料物質を取扱う施設において，臨界管理に失敗し，予
期しない臨界が発生した場合を臨界事故という。
　例えば，誤操作などにより，形状管理されていない槽など
に臨界量を超える核燃料物質を追加した場合などに臨界事故
が発生する。臨界状態になるとガンマ線，中性子線及び熱が
発生し，作業者に過大な放射線被ばくを与えることがある。
JCO臨界事故はこの例に当たる。

ＮＳＲＲにおける反応度（臨界）事故
模擬実験時のチェレンコフ光

（機構原科研）

●励起作用
　放射線が物質中で散乱，吸収される過程で，その有するエ
ネルギーの一部が物質を構成する原子の軌道電子に与えられ，
軌道電子が基底状態からエネルギー準位の高い状態に移るこ
とを励起作用という。

●劣化ウラン
　劣化ウランとは，ウラン-235の割合が天然ウラン（0.71％）
よりも少ないウランのことをいう。
　軽水炉のウラン燃料には，ウラン-235の割合をおよそ３～
４％に高めた濃縮ウランを使用するが，天然ウランを濃縮ウ
ランにする一方でウラン-235の割合が天然ウランよりも少な
い0.2～0.3％程度のウランが発生する。これが劣化ウランで
ある。劣化ウランは，将来，高速増殖炉の燃料として使用で
きるので，日本では保管されている。海外では，金属ウラン

は比重が大きいことを利用して，重量バランス材等に使用さ
れている。

●連鎖反応
　ウランやプルトニウムなどの核分裂性物質は，中性子を吸
収すると核分裂を起こす性質を持っている。一つの原子核が
分裂するとき中性子が２～３個飛び出し，この新たな中性子
が他のウランの原子核に当たることで，次々と核分裂を引き
起こす。このことを連鎖反応という。
　原子力発電とは，この連鎖反応を制御しながら，核分裂に
伴い発生する多くのエネルギーを熱として取出し，その熱で
蒸気を発生させて発電する仕組みである。

●六フッ化ウラン
　六フッ化ウラン（UF6）は，ウランとフッ素の化合物であ
り，常温，大気圧で白色の固体であるが，約60℃で気体に
なる。また，空気中に漏洩すると空気中の水分と反応し，腐
食性の強いフッ化水素を発生し，人体にフッ化水素が触れる
と化学的な火傷を負うことがある。
　軽水炉の燃料には濃縮ウランを使用するが，濃縮するため
にウランを気体にする必要があり，天然ウランのイエローケ
ーキは転換施設において六フッ化ウランに転換される。濃縮
された後はウラン燃料加工のために二酸化ウランに再転換さ
れる。

六フッ化ウラン（機構）

●炉心シュラウド
　炉心シュラウドは，沸騰水型原子炉（BWR）の炉心支持
構造物の一つで，炉心部を構成する燃料集合体や制御棒を内
部に収容する直径４～５m，高さ７～８m，厚さ３～５cm
のステンレス鋼製の円筒である。
　炉心内の上向きの原子炉冷却材流と，その外側の環状部を
下向きに流れる再循環流とを分離するとともに，炉心や気水
分離器，蒸気乾燥器などの原子炉圧力容器内の構造物及び機
器を機械的に支える役割を果している。

●炉心溶融
　原子炉冷却材の冷却能力の異常な減少，あるいは炉心の異
常な出力上昇により，燃料体が過熱し，かなりの部分の燃料
集合体または炉心構造物が溶融することを炉心溶融という。
　または，炉心損傷により生じた破片状の燃料が，原子炉冷
却材の冷却能力の喪失により溶融することをいう。

出典：　原子力防災基礎用語集（財団法人原子力安全技術セ
　　　　ンター作成），他
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検出器がある。

●放射能
　原子核が別の原子核に壊れて変化し，アルファ線，ベータ
線あるいはガンマ線などの放射線を出す性質を放射能という。
　放射能をもっている物質を放射性物質といい，その量をベ
クレル（Bq）で表す。

●放出源情報
　放出源情報とは，原子力施設の災害時に放出される放射性
物質の種類と放出量または放出率，放出の継続時間とその経
過状況の予測，放出位置と放出口高さなどに関する情報である。

【ま行】 
●慢性被ばく
　長期間にわたって放射線を被ばくすること。被ばく線量が
同じである場合は，急性被ばくによる影響（障害）の方が，
慢性被ばくによる影響（障害）よりも通例大きくなる。

●ミュオン（ミュー粒子）
　宇宙線の中で発見された素粒子で，電子と同じ負の電荷と
１/２のスピンを持っており，質量は電子の約２００倍であ
る。また，平均寿命は2.2×10±６秒で，電子，ミューニュ
ートリノ及び反電子ミューニュートリノに崩壊する。

●MOX燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）
　二酸化ウランに再処理施設で回収されたプルトニウム酸化
物を添加・混合して，原子炉用の燃料として成型加工した燃
料をMOX燃料（Mixed-Oxide：ウラン・プルトニウム混合酸
化物）燃料という。また，単にプルトニウム燃料という。

●MOX燃料加工
　MOX（Mixed-Oxide：ウラン・プルトニウム混合酸化物）
燃料を製造することをMOX燃料加工，またはプルトニウム
燃料加工という。原料である二酸化プルトニウムと二酸化ウ
ランを受入れ，混合して成型し，高温でペレットに焼き固め
る。ペレットは被覆管に入れ燃料棒とし，それを束ねて燃料
集合体に組み立てる。MOX燃料加工工程は，ウラン燃料加
工工程と基本的に同じであるが，プルトニウムを取扱うため，
ペレットを被覆管に封入するまでの工程は，グローブボック
スの中で行われる。
　高速増殖炉（もんじゅ，常陽）の燃料及び軽水炉における
プルサーマル燃料はMOX燃料である。現在，MOX燃料を加
工する施設として，茨城県東海村に日本原子力研究開発機構
のプルトニウム燃料施設がある。また，日本原燃（株）が青
森県に建設を計画している。 

●モニタリング車
　空間放射線量率の連続測定記録装置，大気中の放射性ヨウ
素及び粒子状放射性物質を連続採取し測定する装置，風向風
速の連続測定記録装置等を搭載した特殊車両である。
　環境モニタリング専用の特別な機能を持たせた特殊車両で
あり，一般に比較的大型で行動範囲の制約も受けるが，その
特殊機能を生かし，定点における半固定的な連続測定を実施
することができるほか，場合によっては移動式野外観測室的
な役割を果たすこともできる。

●モニタリングポスト
　放射線を定期的に，または連続的に監視測定することをモ
ニタリングといい，原子力発電所等の周辺でモニタリングを
行うために設置された装置をモニタリングポストという。
　環境の放射線量率の測定は，通常，ガンマ線を対象に行わ
れ，検出器としてガンマ線に感度のよい，蛍光作用を利用し
た「シンチレーション検出器」や電離作用を利用した「電離
箱式検出器」がよく用いられる。これらの測定器は，平常時
の放射線レベルから緊急事態全般に渡る広範囲の放射線の変
動を欠かすことなく連続測定監視できるようになっている。
一部の地域では，中性子線の検出もできるようになっている。

【や行】
●予測線量
　予測線量とは，放射性物質又は放射線の放出量予測，気象
情報予測等をもとに，何の防護対策も講じない場合に，その
地点に留まっている住民が受けると予測される線量の推定値
のことである。個々の住民が受ける実際の線量とは異なるも
のである。予測線量は，状況の推移とともに変更されること
を考慮する必要がある。

●預託実効線量
　放射性物質の体内への摂取に伴う被ばく（内部被ばく）の
線量評価に用いられる線量としては，預託等価線量及び預託
実効線量がある。
　預託等価線量HT（τ）は，放射性物質の体内への摂取後
に，体内に残留している放射性物質から個々の組織又は臓器
Ｔが受ける等価線量率を時間積分した線量である。τは摂取
後の年で表した積分時間であり，放射線業務従事者について
は，積分時間は50年とされている。預託等価線量の単位は
シーベルトである。
　預託実効線量E（τ）は臓器又は組織の預託等価線量とそ
の臓器又は組織の組織荷重係数との積の全身の総和である。

【ら行】
●リニアック（線形加速器）
　荷電粒子を一直線上で加速する加速器をリニアック又はラ
イナックと呼ばれる。
　基本的な構造は多数の導体筒を並べ，隣り合った導体筒が
異符号に帯電するように高周波電圧を印加し，それぞれの筒
の間（ギャップ）の電場で粒子に力が働く。筒の長さと印加
する高周波の周波数を調整することで筒の中を通る粒子がギ
ャップを通過するたびに加速される。ただし，この方式でエ
ネルギーの大きなものを作ろうとすると加速器の長さを長く
しなければならない。

●臨界
　核燃料物質は，核分裂性物質の量，形状，中性子に対する
条件が整うと，核分裂の連鎖反応が起こる。この核分裂によ
る連鎖反応が継続している状態を臨界状態にあるという。
　核燃料物質は中性子が当たると核分裂を起こす性質があり，
核分裂に伴って２～３個の新たな中性子が発生する。この中
性子が別の核燃料物質に当たり，次々に核分裂を起こすが，
臨界状態では核分裂によって発生する中性子数と核燃料物質
等に吸収されたりして消失する中性子数が均衡状態となる。
　原子炉では，制御棒等によって中性子数を制御しているが，
制御棒を徐々に引き抜いて行き連鎖反応が維持される状態を
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臨界に達したという。
　一方，核燃料施設では，臨界が起こらないように，核燃料
物質の取扱い量を制限したり容器等の形状を工夫し臨界管理
を行っている。

●臨界管理
　濃縮ウランやプルトニウムなど，核燃料物質は，質量，容
積，濃度などが一定の条件を超えると核分裂の連鎖反応が起
こり臨界となる。このため，これらの物質を取扱う核燃料加
工施設や再処理施設などにおいては，臨界にならないように
質量の制限，形状の制限などを行っている。このように安全
上の配慮をして核燃料物質を管理することを臨界管理，また
は臨界安全管理という。
　実際の管理に当たっては核分裂性物質が臨界量に達しない
ようにする質量管理，核分裂性物質の濃度が一定値を超えな
いようにする濃度管理，核分裂性物質を入れる槽や容器の形
状を制限して臨界に至らないようにする形状管理，槽や容器
の中に中性子吸収材を配置した中性子吸収材による管理があ
る。

●臨界事故
　核燃料物質を取扱う施設において，臨界管理に失敗し，予
期しない臨界が発生した場合を臨界事故という。
　例えば，誤操作などにより，形状管理されていない槽など
に臨界量を超える核燃料物質を追加した場合などに臨界事故
が発生する。臨界状態になるとガンマ線，中性子線及び熱が
発生し，作業者に過大な放射線被ばくを与えることがある。
JCO臨界事故はこの例に当たる。

ＮＳＲＲにおける反応度（臨界）事故
模擬実験時のチェレンコフ光

（機構原科研）

●励起作用
　放射線が物質中で散乱，吸収される過程で，その有するエ
ネルギーの一部が物質を構成する原子の軌道電子に与えられ，
軌道電子が基底状態からエネルギー準位の高い状態に移るこ
とを励起作用という。

●劣化ウラン
　劣化ウランとは，ウラン-235の割合が天然ウラン（0.71％）
よりも少ないウランのことをいう。
　軽水炉のウラン燃料には，ウラン-235の割合をおよそ３～
４％に高めた濃縮ウランを使用するが，天然ウランを濃縮ウ
ランにする一方でウラン-235の割合が天然ウランよりも少な
い0.2～0.3％程度のウランが発生する。これが劣化ウランで
ある。劣化ウランは，将来，高速増殖炉の燃料として使用で
きるので，日本では保管されている。海外では，金属ウラン

は比重が大きいことを利用して，重量バランス材等に使用さ
れている。

●連鎖反応
　ウランやプルトニウムなどの核分裂性物質は，中性子を吸
収すると核分裂を起こす性質を持っている。一つの原子核が
分裂するとき中性子が２～３個飛び出し，この新たな中性子
が他のウランの原子核に当たることで，次々と核分裂を引き
起こす。このことを連鎖反応という。
　原子力発電とは，この連鎖反応を制御しながら，核分裂に
伴い発生する多くのエネルギーを熱として取出し，その熱で
蒸気を発生させて発電する仕組みである。

●六フッ化ウラン
　六フッ化ウラン（UF6）は，ウランとフッ素の化合物であ
り，常温，大気圧で白色の固体であるが，約60℃で気体に
なる。また，空気中に漏洩すると空気中の水分と反応し，腐
食性の強いフッ化水素を発生し，人体にフッ化水素が触れる
と化学的な火傷を負うことがある。
　軽水炉の燃料には濃縮ウランを使用するが，濃縮するため
にウランを気体にする必要があり，天然ウランのイエローケ
ーキは転換施設において六フッ化ウランに転換される。濃縮
された後はウラン燃料加工のために二酸化ウランに再転換さ
れる。

六フッ化ウラン（機構）

●炉心シュラウド
　炉心シュラウドは，沸騰水型原子炉（BWR）の炉心支持
構造物の一つで，炉心部を構成する燃料集合体や制御棒を内
部に収容する直径４～５m，高さ７～８m，厚さ３～５cm
のステンレス鋼製の円筒である。
　炉心内の上向きの原子炉冷却材流と，その外側の環状部を
下向きに流れる再循環流とを分離するとともに，炉心や気水
分離器，蒸気乾燥器などの原子炉圧力容器内の構造物及び機
器を機械的に支える役割を果している。

●炉心溶融
　原子炉冷却材の冷却能力の異常な減少，あるいは炉心の異
常な出力上昇により，燃料体が過熱し，かなりの部分の燃料
集合体または炉心構造物が溶融することを炉心溶融という。
　または，炉心損傷により生じた破片状の燃料が，原子炉冷
却材の冷却能力の喪失により溶融することをいう。

出典：　原子力防災基礎用語集（財団法人原子力安全技術セ
　　　　ンター作成），他
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検出器がある。

●放射能
　原子核が別の原子核に壊れて変化し，アルファ線，ベータ
線あるいはガンマ線などの放射線を出す性質を放射能という。
　放射能をもっている物質を放射性物質といい，その量をベ
クレル（Bq）で表す。

●放出源情報
　放出源情報とは，原子力施設の災害時に放出される放射性
物質の種類と放出量または放出率，放出の継続時間とその経
過状況の予測，放出位置と放出口高さなどに関する情報である。

【ま行】 
●慢性被ばく
　長期間にわたって放射線を被ばくすること。被ばく線量が
同じである場合は，急性被ばくによる影響（障害）の方が，
慢性被ばくによる影響（障害）よりも通例大きくなる。

●ミュオン（ミュー粒子）
　宇宙線の中で発見された素粒子で，電子と同じ負の電荷と
１/２のスピンを持っており，質量は電子の約２００倍であ
る。また，平均寿命は2.2×10±６秒で，電子，ミューニュ
ートリノ及び反電子ミューニュートリノに崩壊する。

●MOX燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）
　二酸化ウランに再処理施設で回収されたプルトニウム酸化
物を添加・混合して，原子炉用の燃料として成型加工した燃
料をMOX燃料（Mixed-Oxide：ウラン・プルトニウム混合酸
化物）燃料という。また，単にプルトニウム燃料という。

●MOX燃料加工
　MOX（Mixed-Oxide：ウラン・プルトニウム混合酸化物）
燃料を製造することをMOX燃料加工，またはプルトニウム
燃料加工という。原料である二酸化プルトニウムと二酸化ウ
ランを受入れ，混合して成型し，高温でペレットに焼き固め
る。ペレットは被覆管に入れ燃料棒とし，それを束ねて燃料
集合体に組み立てる。MOX燃料加工工程は，ウラン燃料加
工工程と基本的に同じであるが，プルトニウムを取扱うため，
ペレットを被覆管に封入するまでの工程は，グローブボック
スの中で行われる。
　高速増殖炉（もんじゅ，常陽）の燃料及び軽水炉における
プルサーマル燃料はMOX燃料である。現在，MOX燃料を加
工する施設として，茨城県東海村に日本原子力研究開発機構
のプルトニウム燃料施設がある。また，日本原燃（株）が青
森県に建設を計画している。 

●モニタリング車
　空間放射線量率の連続測定記録装置，大気中の放射性ヨウ
素及び粒子状放射性物質を連続採取し測定する装置，風向風
速の連続測定記録装置等を搭載した特殊車両である。
　環境モニタリング専用の特別な機能を持たせた特殊車両で
あり，一般に比較的大型で行動範囲の制約も受けるが，その
特殊機能を生かし，定点における半固定的な連続測定を実施
することができるほか，場合によっては移動式野外観測室的
な役割を果たすこともできる。

●モニタリングポスト
　放射線を定期的に，または連続的に監視測定することをモ
ニタリングといい，原子力発電所等の周辺でモニタリングを
行うために設置された装置をモニタリングポストという。
　環境の放射線量率の測定は，通常，ガンマ線を対象に行わ
れ，検出器としてガンマ線に感度のよい，蛍光作用を利用し
た「シンチレーション検出器」や電離作用を利用した「電離
箱式検出器」がよく用いられる。これらの測定器は，平常時
の放射線レベルから緊急事態全般に渡る広範囲の放射線の変
動を欠かすことなく連続測定監視できるようになっている。
一部の地域では，中性子線の検出もできるようになっている。

【や行】
●予測線量
　予測線量とは，放射性物質又は放射線の放出量予測，気象
情報予測等をもとに，何の防護対策も講じない場合に，その
地点に留まっている住民が受けると予測される線量の推定値
のことである。個々の住民が受ける実際の線量とは異なるも
のである。予測線量は，状況の推移とともに変更されること
を考慮する必要がある。

●預託実効線量
　放射性物質の体内への摂取に伴う被ばく（内部被ばく）の
線量評価に用いられる線量としては，預託等価線量及び預託
実効線量がある。
　預託等価線量HT（τ）は，放射性物質の体内への摂取後
に，体内に残留している放射性物質から個々の組織又は臓器
Ｔが受ける等価線量率を時間積分した線量である。τは摂取
後の年で表した積分時間であり，放射線業務従事者について
は，積分時間は50年とされている。預託等価線量の単位は
シーベルトである。
　預託実効線量E（τ）は臓器又は組織の預託等価線量とそ
の臓器又は組織の組織荷重係数との積の全身の総和である。

【ら行】
●リニアック（線形加速器）
　荷電粒子を一直線上で加速する加速器をリニアック又はラ
イナックと呼ばれる。
　基本的な構造は多数の導体筒を並べ，隣り合った導体筒が
異符号に帯電するように高周波電圧を印加し，それぞれの筒
の間（ギャップ）の電場で粒子に力が働く。筒の長さと印加
する高周波の周波数を調整することで筒の中を通る粒子がギ
ャップを通過するたびに加速される。ただし，この方式でエ
ネルギーの大きなものを作ろうとすると加速器の長さを長く
しなければならない。

●臨界
　核燃料物質は，核分裂性物質の量，形状，中性子に対する
条件が整うと，核分裂の連鎖反応が起こる。この核分裂によ
る連鎖反応が継続している状態を臨界状態にあるという。
　核燃料物質は中性子が当たると核分裂を起こす性質があり，
核分裂に伴って２～３個の新たな中性子が発生する。この中
性子が別の核燃料物質に当たり，次々に核分裂を起こすが，
臨界状態では核分裂によって発生する中性子数と核燃料物質
等に吸収されたりして消失する中性子数が均衡状態となる。
　原子炉では，制御棒等によって中性子数を制御しているが，
制御棒を徐々に引き抜いて行き連鎖反応が維持される状態を
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  １１  昭昭和和４４２２年年３３月月  

  ２２  昭昭和和４４３３年年３３月月  

  ３３  昭昭和和４４４４年年３３月月  

  ４４  昭昭和和４４５５年年３３月月  

  ５５  昭昭和和４４６６年年３３月月  

  ６６  昭昭和和４４７７年年３３月月  

  ７７  昭昭和和４４８８年年３３月月  

  ８８  昭昭和和４４９９年年３３月月  

  ９９  昭昭和和５５００年年３３月月  

１１００  昭昭和和５５１１年年３３月月  

１１１１  昭昭和和５５２２年年３３月月  

１１２２  昭昭和和５５３３年年３３月月  

１１３３  昭昭和和５５４４年年３３月月  

１１４４  昭昭和和５５５５年年３３月月  

１１５５  昭昭和和５５６６年年３３月月  

１１６６  昭昭和和５５７７年年３３月月  

１１７７  昭昭和和５５８８年年３３月月  

１１８８  昭昭和和５５９９年年３３月月  

１１９９  昭昭和和６６００年年３３月月  

２２００  昭昭和和６６１１年年３３月月  

２２１１  昭昭和和６６２２年年３３月月  

２２２２  昭昭和和６６３３年年３３月月  

２２３３  平平成成  元元  年年３３月月  

２２４４  平平成成  ２２  年年３３月月  

２２５５  平平成成  ３３  年年３３月月  

２２６６  平平成成  ４４  年年３３月月  

２２７７  平平成成  ６６  年年３３月月  

２２８８  平平成成  ８８  年年３３月月（（震震災災対対策策編編のの改改定定））  

２２９９  平平成成１１１１年年３３月月  

３３００  平平成成１１２２年年３３月月  

３３１１  平平成成１１４４年年３３月月  

３３２２  平平成成１１５５年年３３月月  

３３３３  平平成成１１６６年年３３月月  

３３４４  平平成成２２２２年年３３月月（（風風水水害害対対策策計計画画編編のの改改定定））  

３３５５  平平成成２２３３年年３３月月（（震震災災対対策策計計画画編編のの改改定定））  

３３６６  平平成成２２５５年年３３月月（（原原子子力力災災害害対対策策計計画画編編のの改改定定））  

                    （（地地震震・・津津波波対対策策計計画画編編のの改改定定））  

３３７７  平平成成２２８８年年７７月月（（原原子子力力災災害害対対策策計計画画編編のの改改定定））  

                    （（地地震震・・津津波波対対策策計計画画編編のの改改定定））  

（（風風水水害害対対策策計計画画編編のの改改定定））  

３３８８  令令和和  ３３  年年８８月月（（原原子子力力災災害害対対策策計計画画編編のの改改定定））  

                    （（地地震震・・津津波波対対策策計計画画編編のの改改定定））  

（（風風水水害害対対策策計計画画編編のの改改定定））  




